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「文の京」総合戦略における戦略シートの更新等について 

 

 

１ 「文の京」総合戦略における戦略シートの更新について 

（１）概要 

   「文の京」総合戦略（以下「総合戦略」という。）の戦略シートに示す事業計画

を、行政評価や令和３年度予算編成の結果を踏まえて更新し、引き続き課題解決

に向けた戦略的な事業展開を図る。 

 

（２）更新の内容 

   令和３年度版戦略シート（事業計画） 【別紙１】 

 

 

 

２ 主要課題（戦略シート）の追加について 

（１）概要 

このたびの新型コロナウイルス感染症については、未だ収束が見通せず、今後も

継続した感染拡大防止対策に取り組んでいかなければならないことから、新型コ

ロナウイルス感染症対策を総合戦略における主要課題に加え、今後の感染症の状

況も的確に対応しながら、より効果的な施策に取り組んでいく。 

 

（２）追加する主要課題 

   55 新型コロナウイルス感染症対策の推進 【別紙２】 
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「文の京」総合戦略における戦略シートの更新等について 

 

 

 

 

別紙１ 【令和３年度版】戦略シート（事業計画） 

 

 

別紙２  55 新型コロナウイルス感染症対策の推進 
 



    別紙１   

    

「文の京」総合戦略  

第４章 戦略シート  

 

 

     【令和３年度版】戦略シート（事業計画）      

 



１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 妊娠・出産に向けた健康維持や正しい知識の啓発

　（啓発冊子、大学祭等でのブース出展、講演会・講座等）

［ ]

 ‣ 特定不妊治療費助成事業

 ‣ 特定不妊治療費融資あっせん・利子補給事業

［ ]  ‣ 男性不妊検査費助成事業

 ‣ ネウボラ面接（妊婦全数面接）

 ‣ ネウボラ相談（母子・家族の健康や子育て相談）

 ‣ 宿泊型ショートステイ（宿泊型の母子に対するケア等）

［ ]  ‣ 母乳相談事業（助産師による母乳相談）

 ‣ サタデーパパママタイム（子育てを始めた親同士の交流）

●多胎ピアサポート事業

　（専門職講座・交流会、保健師等の訪問相談支援）

 ‣ 妊婦・パートナーを対象に出産・育児を学ぶ機会や交流の場の提供

［ ] ●母親学級・両親学級のオンライン開催

 ‣ 生後４か月以内の乳児のいる全ての家庭への訪問（保健師・助産師）

 ‣ 発育・栄養・生活環境等の指導・助言（適切なサービスの提供）

［ ]  ‣ 要支援家庭の早期の把握・支援

 ‣ 子どもの健康状態や成長・発達の診察（４か月～３歳）

［ ]  ‣ 育児困難感や父母の健康状態の把握、必要なサービス等の周知
6

5
乳児家庭全戸訪問事業

乳幼児健康診査

9,336

母親学級・両親学級

計画事業（所管課）事業
番号

1

健康推進課

4

ぶんきょうハッピーベイビープ
ロジェクト

◎基本政策

主要課題 No. 1 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援

年次計画 事業費
（千円）R2（2020）

〇各家庭のニーズに応じたきめ細かな支援

　各家庭のニーズに合わせ、妊娠・出産・子育てに関する適切な知識・情報が提供されるとともに、関係機
関と連携した継続的な支援やサービスが提供されている。

R3（2021） R4（2022） R5（2023）

　妊娠・出産に向けた健康維持や正しい知識の啓発に取り組むとともに、妊婦に対する面接等を通じて、各
家庭のニーズに応じた支援を妊娠期から切れ目なく行い、孤立しがちな子育て家庭の不安や悩みの軽減を
図っていきます。

103,560

16,520

75,505

8,042

保健サービスセンター

保健サービスセンター

保健サービスセンター

2,097

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　感染症拡大防止策を講じながら、妊産婦支援事業等を実施し、孤立しがちな子育て家庭の不安や悩みを軽減していきます。一時休
止していた乳幼児健康診査については、発育・発達の状態を確認するとともに、疾病を早期に発見し、適切な治療や療育につなげて
いくという重要な目的があることから、感染症対策を徹底し、実施していきます。
　また、都のとうきょうママパパ応援事業を活用した多胎児家庭支援事業を令和２年度より導入していきます。
　さらに、母子保健システムにより、妊娠期から子育て期までの支援要因等の現状把握を行い、必要な支援が実施できているかを評
価し、事業内容の改善を図っていきます。

2

3

健康推進課

特定不妊治療に係る支援

保健サービスセンター

文京区版ネウボラ事業

1



 ‣ 乳幼児健康診査における虐待予防等のスクリーニング

 ‣ 子育て困難家庭や虐待の危険性のある親子の早期発見

［ ]  ‣ 医療・保健・福祉サービス等、必要な支援との連携

　（個別相談・集団指導・支援検討会における支援計画作成）

乳幼児家庭支援保健事業
7

保健サービスセンター
4,203
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１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 毎年度、保育ニーズ量を検証（文京区子ども・子育て支援事業計画の進行管理）

 ●私立認可保育所等の開設（施設整備費・開設準備経費等の補助）

　（保育ニーズ量に基づく施設整備）

【公有地を活用した保育所整備】

 ◎子育てひろば西片建物・青柳保育園旧仮園舎（令和２年４月）

◎小石川三丁目旧国家公務員研修センター跡地

（令和３年10月）

◎（令和５年４月）

 ‣ 春日臨時保育所の運営

［ ] （０～２歳児の単年度の預かり、３～５歳児の持ち上がりの預かり）

 ●定期利用保育の実施

　（開設当初募集を行わない５歳児の保育室を活用した１歳児の定期利用保育）

 ‣ 施設の改築・改修計画に合わせ、区立幼稚園を認定こども園化

 ‣ 柳町こどもの森（令和７年度）・明化幼稚園（令和９年度）

［ ] ・後楽幼稚園（令和８年度）・湯島幼稚園（令和６年度）の移行

 ‣ 幼稚園の教育課程の開始前または終了後、長期休業中における

［ ] 預かり保育

◎基本政策

主要課題 No. 2 保育サービス量の拡充・保育の質の向上

　保育のニーズ量を踏まえた保育所等の整備が進み、保育所待機児童の解消が図られ、保育を必要とする
世帯において保育が必要な年齢で入園できている。また、認可外保育施設を含む全ての保育施設におい
て、安全で質の高い保育が提供されている。

〇保育サービス量の拡充
　就学前児童人口の増加等による保育ニーズに迅速に対応するため、私立認可保育所を中心とした保育施
設の開設、区立幼稚園の認定こども園化等を進め、保育サービス量の拡充に取り組みます。

〇保育の質の向上
　子ども・子育て支援法に基づく指導検査や、保育園等への専門職員の巡回により、保育の質の向上と安
全確保を推進します。また、幼児教育・保育カリキュラムの実践、保育所型認定こども園の研究成果の還
元により、保育園・幼稚園における質の高い幼児教育・保育を提供します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　地域別の保育需要を分析し、適切に私立認可保育所等の整備を行います。また、区立幼稚園の認定こども園化については、校
園舎の改築・改修や保育所待機児童の状況等を踏まえ、園ごとに判断を行っていきます。
　新型コロナウイルス感染症については、濃厚接触が避けられない保育園において、出来る限りの対策を講じながら保育に取り
組んでいく必要があります。
　私立認可保育所等に対する指導体制の強化として、令和２年度から、保育士に加え、看護師及び栄養士による指導を開始しま
した。今後は、それぞれの専門性を生かした指導を行っていくとともに、引き続き指導体制を強化していきます。
　文京版スターティング・ストロング・プロジェクト及び発達支援巡回事業について、引き続き事業間で連携し、効率的かつ効
果的な園支援を進めるとともに、私立保育園・幼稚園への事業周知を強化し、保育の質の更なる向上を図ります。

－

8 13,576,482大塚一丁目都営バス大塚支所跡地

幼児保育課

私立認可保育所の開設を中心
とした待機児童対策

9 ―

10
区立幼稚園の預かり保育

184,577

学務課

学務課

区立幼稚園の認定こども園化

（１・２歳児） （１歳児）

3



【指導体制の更なる強化】
 ●私立認可保育所等の指導検査

［ ]  ●区立保育園園長経験者等の巡回指導、連絡会・研修会の実施

 ‣ 保育園・幼稚園において同じように質の高い幼児教育・保育の提供

 ‣ 日々の幼児教育・保育の中で、遊びを通した「生きる力の基礎」の育成

［ ]
 ‣ 保育所型認定こども園の運営委託

 ‣ 研修成果の報告（こども園フォーラム等）

［ ]
 ‣ 乳幼児期早期からの社会的スキル等の発達促進

 ‣ 保育園等と専門家チーム（心理士等）との連携による専門的発達支援

［ ]

 ‣ 発達支援の観点から、心理士等による保育士・保護者等への助言

［ ]
 ‣ 総合相談事業（一般相談・専門相談）

 ‣ 子ども応援サポート室（経済的な困りごと等の相談、保育園等への巡回相談）

［ ]  ‣ 子どもの最善の利益を守る法律専門相談事業
  （弁護士による離婚・養育費・面会交流等の相談）

13
区立お茶の水女子大学こども
園の運営 190,908

幼児保育課

12
文京区版幼児教育・保育カリ
キュラムの実践 498

幼児保育課

11
私立認可保育所等の質の向上

9,484
幼児保育課

14
文京版スターティング・スト
ロング・プロジェクト 18,226

教育センター

15
発達支援巡回事業

26,848

教育センター

16
子ども家庭相談事業

46,864
子ども家庭支援センター
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１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 毎年度、ニーズ量を検証（文京区子ども・子育て支援事業計画の進行管理）

 ‣ キッズルーム（シビック・かごまち・目白台）

大塚一丁目都営バス大塚支所跡地に新規開設◎

［ ] （令和５年４月）

 ‣ 緊急一時保育・リフレッシュ一時保育（区立保育園）

 ‣ 順天堂病後児ルーム「みつばち」（病後児保育）

 ‣ 保坂病児保育ルーム（病児・病後児保育）

 ‣ 訪問型病児・病後児保育利用者への助成

［ ]
 ◎都立駒込病院内に新規開設（病児・病後児保育室）（令和３年２月）

◎春日・後楽園駅前地区に新規開設

（病児・病後児保育室）（令和３年７月頃）

 ‣ 区が指定した事業者が提供するベビーシッターサービスを利用できる

子育て訪問支援券の交付（０歳～１歳）

［ ]  ●ベビーシッター等利用料助成事業

（２歳～３歳になる年度の末日）

 ●多胎児家庭サポーター事業（0歳～3歳未満）

 ‣ 地域団体等による地域子育て支援拠点の運営（開設・運営費助成）

　（親子の交流・子育て相談・情報提供・各種講座等）

［ ]  ‣ 富坂地区・本富士地区・駒込地区で運営

19 128,871

20 30,533

地域子育て支援拠点事業

子育て支援課

子育て支援課

ベビーシッター等による子育
て支援事業

（旧：子育て訪問支援券事業）

－

17 282,000

一時保育事業

子育て支援課・幼児保育課

18 133,526

病児・病後児保育事業

子育て支援課

　子どもと家庭を取り巻く環境が変化する中、各家庭がより良い子育てを選択し、子どもたちが安心して
成長できるよう、子育て支援サービスの拡充を図ります。計画期間中は、特に必要とされている一時保育
事業や病児・病後児保育事業等を拡充します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　令和２年度から６年度までを計画期間とする子育て支援計画に基づき、子ども・子育て支援法における「一時預かり事業（幼
稚園型以外）」と「病児保育事業」について、運営事業者と調整を図り、地域バランスに配慮した整備を行っていきます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止とニーズのバランスを勘案した上で、適切な体制により、子育て支援サービスを提供し
ていきます。

○ニーズ量に対応する子育て支援サービスの提供

　ニーズに応じた必要な子育て支援サービスが安定的に提供され、安心して子育てができ、子どもが育つ
環境が整っている。

◎基本政策

主要課題 No. 3 子育て支援サービスの安定的な提供

大塚地区での新規開設に向けた公募・整備

5
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１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 発達相談（乳幼児療育・学齢期療育）

［ ]  ‣ 教育相談（いじめ・不登校・発達等）

 ‣ 児童発達支援（乳幼児の通所による療育支援）

　（日常生活の基本的動作の獲得や、集団生活等への適応力の向上）

 ●運営方法の見直し

 　医療的ケア児の受入れ

［ ]
 ‣ 放課後等デイサービス（小学生の放課後等の通所支援）

　（生活機能向上のために必要な訓練、社会生活や集団生活等への適応能力向上）

 ‣ 障害児相談支援事業所

 ‣ 庁内連絡会

［ ] 　（各施設の現状や個別の支援ニーズ等について、関係部署間で情報共有）

 ‣ 看護師等の人員配置、判定会

 ‣ 区立・私立園での受入れ

 ‣ ガイドラインの作成

 ‣ 受入体制の検討

 ‣ 教育委員会によるガイドラインの作成

 ●地域活動支援センター機能の拡充による日中活動の場

〇子どもの成長段階に応じた支援の充実

　子どもたちの成長に寄り添った支援体制や社会資源の整備が進められ、障害児等がそれぞれの状況に応
じた必要な支援を受け、地域で安心した生活を送っている。

◎基本政策

主要課題 No. 4 子どもの発達に寄り添った支援体制の整備

　子どもの発達や成長等に関して気軽に相談できる場や、障害の早期発見・早期療育、子どもの成長段階
に応じた適切な支援の充実を図ります。

〇医療的ケア児の支援
　保健・医療・福祉・保育・教育等の各部署による連絡会を開催し、庁内組織横断的に情報共有を図り、
医療的ケア児の支援体制の整備に努めます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　総合相談室及び児童発達支援センターの利用を希望する児童の増加について、より効果的な取組について検討していきます。
医療的ケア児については、各施設で未就学児の受入れが進んでいますが、今後は、就学児の受入れ先の拡充についても検討して
いきます。また、区立学校においては、未就学児の受入れ状況を踏まえ、就学の受入れ整備を行っていきます。さらに、子ども
の発達段階に応じた、重症心身障害児や医療的ケア児等の受入れに対応できる事業所開設に係る支援を進めます。

21
総合相談室

188,516
教育センター

22 142,734

児童発達支援センターの運営

教育センター

（幼稚園・学校での受入れ）

（文京総合福祉センターでの
受入れ）

23

各施設での医療的ケア児の受
入れ

93,720

障害福祉課

（保育所での受入れ）
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 ‣ 学識経験者・行政機関・事業所等の関係者による会議体の設置

［ ] 　（課題の共有及び地域ニーズの把握、課題解決策や支援方策等の検討）

 ‣ グループホーム・通所施設整備費等補助金

 【対象施設】

　・障害者グループホーム

　・障害者通所施設

　・障害児通所施設

（主に重症心身障害児または医療的ケア児）（令和３年度～）

【補助内容】

［ ] 　・整備費補助

　・定期借地権の一時金に対する補助（令和２年度～）

　・土地賃借料に対する補助（令和２年度～）

　・開設費用に対する補助（令和３年度～）

84 12,000障害者施設整備促進事業

障害福祉課

24
医療的ケア児支援体制の構築

348
障害福祉課
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１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 生後４か月以内の乳児のいる全ての家庭への訪問（保健師・助産師）

 ‣ 発育・栄養・生活環境等の指導・助言（適切なサービスの提供）

［ ]  ‣ 要支援家庭の早期の把握・支援

 ‣ 乳幼児健康診査における虐待予防等のスクリーニング

 ‣ 子育て困難家庭や虐待の危険性のある親子の早期発見

［ ]  ‣ 医療・保健・福祉サービス等、必要な支援との連携

　（個別相談・集団指導・支援検討会における支援計画作成）

 ‣ 総合相談事業（一般相談・専門相談）

 ‣ 子ども応援サポート室（経済的な困りごと等の相談、保育園等への巡回相談）

 ‣ 子どもの最善の利益を守る法律専門相談事業

［ ] 　（弁護士による離婚・養育費・面会交流等の相談）

 ‣ 要保護児童対策地域協議会の運営

 ‣ 育児支援ヘルパー事業

［ ]  ‣ 子育て支援講座、啓発事業（児童虐待防止マニュアル等）

子ども家庭相談事業

児童虐待防止対策事業

子ども家庭支援センター

◎基本政策

主要課題 No. 5
（仮称）文京区児童相談所設置に向けた総合的な支援体制の強
化

　児童相談所の開設に向けて、子ども家庭支援センターの体制を強化し、相談事業等の充実が図られるこ
とで、子育て家庭の孤立化の防止や児童虐待等の予防的支援の充実など、子ども家庭支援センターを中心
とした総合的な支援体制が強固なものとなっている。

〇予防的支援と対応力の強化
　福祉・保健・教育等の関係機関等と連携し、早期から子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなげ、児
童虐待を未然に防止します。また、虐待を把握した場合、速やかに関係機関と情報共有をすることで、切
れ目のない支援体制を構築し、虐待の重篤化を防ぎます。

〇（仮称）文京区児童相談所の開設に向けた支援体制の整備・構築
　（仮称）文京区児童相談所の開設に向け、子どもと家庭に関するあらゆる相談に対応する総合相談体制
や、切れ目のない一貫した支援体制を構築します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　児童相談に関する関係機関が適切に情報共有を行えるよう、連絡会の活用等により、緊密な協力体制を構築していきます。ま
た、支援の必要性が高まった家庭の状況確認については、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況等、社会環境の変化に応じ
て、今後も適切な方法により実施していきます。
　引き続き、計画的に実施設計等の施設整備に取り組むほか、運営方法の検討も進めていきます。あわせて、児童相談所等への
派遣による職員育成や、児童相談所勤務経験者の採用等を進めます。

乳児家庭全戸訪問事業

7 4,203

乳幼児家庭支援保健事業

保健サービスセンター

保健サービスセンター

25 9,731

16 46,864

子ども家庭支援センター

5 9,336

児童相談所の開設に向けた、相談支援体制の充実

児童相談所の開設に向けた、事業内容の見直し

（仮称）文京区児童相談所運営計画●

9



解体・埋蔵文化財調査 建設工事

［ ]
【行財政運営の視点】

子ども家庭支援センター

（仮称）文京区児童相談所の
整備

　区における児童相談所の開設に向け、児童福祉司や児童心理司等、必要な人員を段階的に確保していきます。ま
た、都や近隣県の児童相談所等へ職員を派遣するとともに、幅広く高度な専門支援の実現に向けた計画的な研修等に
より、心理職の育成に取り組みます。

26 693,454
実施設計

相談体制等の検討・人員確保等

10



１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ●子どもの貧困対策に係る実態調査

子どもの貧困対策計画●

(子育て支援計画に反映)

 ‣ 総合相談事業（一般相談・専門相談）

 ‣ 子ども応援サポート室（経済的な困りごと等の相談、保育園等への巡回相談）

 ‣ 子どもの最善の利益を守る法律専門相談事業

［ ]    （弁護士による離婚・養育費・面会交流等の相談）

 ●離婚に伴う子どもの養育費確保支援等

（養育費確保支援事業、面会交流コーディネート事業）

 ‣ 小中学生学習支援（拠点型の学習・相談支援）

［ ]  ‣ 高校生世代学習支援（個別型及び拠点型の学習・相談支援）

 ‣ 経済的理由で高等学校等に進学・修学が困難な

［ ] 生徒に対する奨学資金の給付

 ‣ 学習塾等の学校外学習にかかる費用の助成

［ ]

 ‣ 就学援助（要保護・準要保護世帯に対する就学費の援助）

 ‣ 学校給食費補助（ひとり親家庭・特別支援学級の児童・生徒）

［ ]  ●学校給食費補助拡大

　　　　 （多子家庭、通常級に在籍する障害者手帳等を持つ児童・生徒）

29
塾代等助成事業

17,500

教育総務課

30 142,422

学務課

就学援助・学校給食費補助

27
生活困窮世帯学習支援事業

38,937
生活福祉課

28
奨学資金給付金

11,820
教育総務課

－

16 46,864

子ども家庭支援センター

子ども家庭相談事業

〇子どもの貧困対策計画の策定
　これまで実施してきた子どもの貧困対策の成果を検証するとともに、貧困状態にある子どもや家庭の支
援ニーズを把握します。その結果を踏まえ、子どもの貧困対策に係る計画を子育て支援計画に反映し、子
どもの貧困対策の充実を図ります。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に困窮する子育て世帯が増加し、事業利用者が増えていくことが予想される
ため、ニーズ量に応えられるよう、体制を整えていきます。
　子どもの貧困対策庁内連絡会において、子どもの貧困対策に係る課題や各事業の情報共有を進め、今後の取組に生かすととも
に、令和４年度「子どもの貧困対策計画」の策定（子育て支援計画への反映）に向けた準備を進めます。

　子どもの将来が生まれ育った環境に左右されることがないよう、全庁的な連携により、子どもの貧困対
策に必要な教育支援・生活支援・経済的支援等を推進します。

　子どもの貧困対策に関する関係部署の連携が深まり、各家庭の状況に応じた支援サービスが提供されて
いる。

○全庁的な連携による支援

◎基本政策

主要課題 No. 6 子どもの貧困対策
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 ‣ 子どものいる生活困窮世帯への食品等の配送

 ‣ 定期的な見守り、適切な支援やサービスの情報提供

 ●新型コロナウイルス感染症の影響による

［ ] 家計急変家庭への宅配（令和２年10月～令和３年８月）

 ‣ コンソーシアムによる事業運営

 ‣ ふるさと納税を活用したクラウドファンディング

31 51,133

子ども宅食プロジェクト

子育て支援課

12



１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 授業支援人材の派遣、地域大学との連携

   （体力アップトレーナー・体力向上アドバイザー・

 　　　　　　　　　　中学校テクニカルトレーナー）

 ‣ 「文京版サーキットトレーニング」の実践

［ ]  ‣ 体力・健康づくりに関するイベント

 ‣ がん教育（大学や病院との連携、ゲストティーチャーの派遣等）

 ‣ 「部活動のあり方に関するガイドライン」に基づく

 部活動指導員・部活動指導補助員による部活動の指導・運営

［ ]
 ●指導員の追加配置

 ‣ 保育園・幼稚園において同じように質の高い幼児教育・保育の提供

［ ]  ‣ 日々の幼児教育・保育の中で、遊びを通した「生きる力の基礎」の育成

 ‣ 「和食の日」給食、新米・緑茶の購入、日本茶教室

［ ]  ●国内交流自治体の食材を使用した「和食の日」学務課

和食の日推進事業
34 17,245

32 26,717
健康・体力増進事業

教育センター

12

文京区版幼児教育・保育カリ
キュラムの実践

498
幼児保育課

33 88,467

中学校部活動支援

教育指導課

　幼稚園や保育園の活動において「幼児教育・保育カリキュラム」を活用し、遊びの中で体を動かす
ことを定着させ、「生きる力の基礎」の育成に取り組みます。

〇基本的な生活習慣の定着・改善
　運動や健康に関する保護者への意識啓発や、学校における食育を通して、子どもの基本的な生活習
慣の定着・改善を促進します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　児童・生徒の運動機会の確保については、支援体制の整備及び大学や他課との連携による休日などの学校以外での運動機会
の拡充を検討します。
　基本的な生活習慣の定着については、食育や健康・運動に関する取組を充実するとともに、子どもや保護者の意識啓発を進
めます。

〇幼児期の運動機会の確保

　運動やスポーツに取り組む環境の整備と基本的な生活習慣の改善により、子どもたちが運動やス
ポーツに取り組む意欲を高め、体力の向上につなげるとともに、健康への意識が向上している。

〇小・中学校における運動環境の整備と運動プログラムの実践
　小学校における体力アップトレーナーや中学校部活動指導員による指導支援などにより、体力・運
動能力の向上に取り組みます。

◎基本政策

主要課題 No. 7 子どもの健康・体力の向上
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１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 外国人英語指導員（ALT）の配置

 ●指導員の配置拡大（長時間型／小学校４校）

 ‣ 実用英語技能検定（１～５級）受検料の全額補助（中学校／年１回）

［ ]  ‣ 英語体験施設（TOKYO GLOBAL GATEWAY）の活用（小６・中２）

 ●「GTEC Junior」の実施（小６／年１回）

 ‣ 幼稚園、小・中学校におけるプレゼンテーション能力等の育成

 ●「プレゼンテーション能力向上カリキュラム」の実践

［ ] 　モデル校・試行 実践 　効果検証

 ‣ 教育用タブレット端末整備・電子黒板・校務支援システム

 ●児童・生徒１人１台のタブレット端末導入、

高速ネットワーク環境整備（令和３年３月～）

 ●デジタル教材の整備・活用

［ ]  ‣ ICT支援員の配置

 ‣ 教育課題に対応した研修

   （情報活用能力・特別支援教育・教育相談等）

［ ]  ‣ 教育アドバイザーによる巡回指導

35 126,416

教育指導課

38 20,180
教員研修・研究事業

教育センター

36 1,472

プレゼンテーションカリキュ
ラム活用事業

教育指導課

37 2,468,914

学務課

○グローバル社会で必要とされる能力の育成
　グローバル化等に対応する力を育成するため、英語力の向上に取り組むほか、プレゼンテーション等の
コミュニケーション能力の向上を図ります。

○ＩＣＴ環境の整備
　加速度的に進展する情報化社会において、情報活用能力や考える力の育成を図るため、質の高い教育情
報ネットワーク環境の整備を進め、教科指導におけるＩＣＴの活用を推進します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　児童・生徒のコミュニケーション能力の向上を図るため、外国人英語指導員の配置やプレゼンテーションカリキュラムの実践
を進めます。
　また、「ＧＩＧＡスクール構想」における、１人１台環境を見据え、コロナ禍等の緊急時においても学びが保障できるよう、
他自治体事例を参考に検討し、ハード・ソフト・指導体制一体の環境整備を進めるとともに、整備されたＩＣＴを教員が適切に
活用し、児童・生徒の学力の向上を図ります。

　児童・生徒が、グローバル化や情報化等による社会の変化に対応するための力や、課題に向き合い、解
決する力を身に付けている。

英語力向上推進事業

教育情報ネットワーク環境整
備（幼・小・中）

◎基本政策

主要課題 No. 8 新しい時代の「学力」向上
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【児童・生徒１人１台タブレットの活用】

  ●ハイブリッド授業（対面と遠隔オンラインの同時授業）

　研究 実施

［ ]  ●データ活用（個別最適化・家庭学習での活用）

195 632

教育指導課
検討

Society5.0の教室プロジェク
ト
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１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ いじめ問題対策委員会

 ‣ 研修会（ゲートキーパー研修・アサーションプログラム）

［ ]  ‣ いじめに対する法律相談

 ‣ 特別支援学級の運営

 ●第八中学校特別支援学級の開設

 ●茗台中学校特別支援学級（情緒）の開設

 ‣ 特別支援教育振興委員会、特別支援教育相談委員会

 ‣ 特別支援教育コーディネーター

 ‣ 特別支援教室専門員

［ ]  ‣ 特別支援教育担当指導員

 ‣ 交流及び共同学習支援員

 ‣ バリアフリーパートナー

 ●指導員の配置・業務内容等の見直し

 ‣ 文京区の伝統や文化等を学び、ふるさと文京への理解を促進

［ ]  ‣ ふるさと学習副読本及び指導書の改訂　等

40 443,541特別支援教育推進事業

教育指導課

41

文京ふるさと学習プロジェク
トの推進

5,140
教育指導課

39 3,070
いじめ問題対策事業

教育指導課

　いじめや暴力行為等の未然防止や早期発見・早期解決に向け、関係機関との連携を深めるとともに、組
織的な対応力の強化に取り組みます。

○特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒への合理的配慮の提供
　インクルーシブ教育システムの構築に向け、幼稚園・学校の状況や、保護者・区民の幅広いニーズに対
応するため、更なる合理的配慮の提供等、特別支援教育を推進します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　いじめ問題の対策は引き続き、研修や協議会を実施し、対応力を強化することで未然防止や早期発見・解決に取り組みます。
特別な支援の必要な児童の進学に合わせた、中学校自閉症・情緒障害特別支援学級については、次年度、茗台中学校に設置する
とともに、教科等の指導及び学級の指導体制を確保していく必要があります。

○いじめ問題の対策強化

　共生社会の実現に向け、特別な教育的支援を必要とする幼児・児童・生徒の能力を最大限に伸長するた
めの、総合的な支援体制が強固になるとともに、子どもたちが他者や社会との関わりについて理解を深
め、互いを信頼し、助け合える豊かな心と行動力を育んでいる。

○道徳教育の推進
　いのちの大切さや、地域社会・地域文化等への理解を深める機会を充実し、子どもたちが自立した人間
として、他者とともによりよく生きるための道徳性を育んでいきます。

◎基本政策

主要課題 No. 9 共に生きるための豊かな心と行動力（共生力）の育成

17



 ‣ いのちと心の授業、道徳授業地区公開講座、赤ちゃん登校日

［ ]  ‣ 移動動物園（幼稚園）
42

いのちと心の教育の推進事業
2,298

教育指導課
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１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 発達相談（乳幼児療育・学齢期療育）

［ ]  ‣ 教育相談（いじめ・不登校・発達等）

 ‣ 教育支援センター（ふれあい教室）

【不登校解消プロジェクト】

　 ‣ 区内大学のスーパーバイズ、指導員や支援員のスキルアップ

　 ‣ 区内大学の学生を支援員・ボランティアとして活用

【不登校支援文京区モデル】

　 ‣ スクールカウンセラーの効果的な活用

　 ‣ 欠席日数に応じた初期対応・情報共有

［ ] 【不登校予防プロジェクト】

　 ‣ 学級集団アセスメント（hyper－QU）

　 ‣ 区内大学との連携、スクールソーシャルワーカーの配置

 ●hyper－QU実施学年の拡充



 ●スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置拡充

 民間フリースクールとの

       連携拡充を検討 連携

43 148,551

不登校への対応力強化

教育センター

21
総合相談室

188,516
教育センター

〇不登校児童・生徒の社会的な自立に向けた取組の推進
　不登校児童・生徒やその保護者への相談体制の充実や、教育支援センター（ふれあい教室）における児
童・生徒への支援の充実により、児童・生徒の学校復帰や社会的自立を促します。

〇不登校児童・生徒の中学校卒業後も見据えた関係機関との連携の推進
　ひきこもり等自立支援事業（ＳＴＥＰ）や、民間フリースクール、ＮＰＯ・地域のボランティア団体等
に不登校児童・生徒を在学中からつなげる働きかけを行い、高校から青年期年代への支援が途切れない体
制を構築します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）2020（R2） 2021（R3） 2022（R4） 2023（R5）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　不登校に関する相談等が増加していることを踏まえ、予防的支援強化のため、hyper-ＱＵアセスメントの実施学年を拡充する
とともに、学校へのスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの人的配置と支援の強化を進めます。
　また、不登校児童・生徒の支援のため、教育支援センターの拡充及び民間フリースクールとの連携強化を進めます。さらに、
義務教育後の支援を強化するため、高校生年代以上を支援するＮＰＯとの連携を強化します。

　不登校発生の未然防止や早期対応を図るため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーな
ど専門性を持つ職員の配置を推進し、「チーム学校」の体制を強化します。

不登校の予防的支援や不登校児童・生徒の学校復帰への支援が更に充実し、学校復帰が難しい場合で
も、社会参加や学習の機会が失われることなく、相談機関や教育支援センター（ふれあい学級）、その他
民間の居場所等につながるシステムが構築されている。

〇予防的支援の強化

◎基本政策

主要課題 No. 10 不登校への対応力強化

19
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１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

［ ]

［ ]

［ ]

［ ]

［ ]
 ●築30年を経過した学校・幼稚園の内装等の改修

［ ]

●老朽化の進んだ校庭、屋上防水及び外壁・サッシの改修

［ ]

49 157,730

50 511,665

学校施設等の快適性向上

学務課

学務課

校庭、屋上防水及び外壁・
サッシ改修

47
小日向台町小学校等改築

7,066

学務課

48
千駄木小学校等改築

7,332

学務課

45 887,671明化小学校等改築

学務課

46 55,257柳町小学校等改築

学務課

44 1,290,229誠之小学校改築

学務課

○老朽化校舎の改築・計画的な施設の改修
　老朽化した校舎の改築を行うことで、多様な学習活動に対応した指導を可能とするとともに、安全な学
校生活を送ることができるよう施設面の整備を図ります。また、定期的な点検・診断により、施設の状況
を正確に把握し、必要な対策を適切な時期に実施することで、施設の安全性を確保していきます。

○小学校の学級数増への対応
　児童数の増加に応じた普通教室の増設を適切に行い、子どもたちが快適な学校生活を送ることができる
教育環境を整えます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　限られた財源を有効に活用しながら、老朽化校舎の改築・計画的な施設の改修を進めます。また、小学校の学級数増への対応
については、年少人口の推移に引き続き注視し、検討を進めます。
　新型コロナウイスル感染症の拡大等による影響を考慮し、学校等と協議の上、工事を進めます。

　年少人口の増加等、学校教育を取り巻く状況の変化への適切な対応により、子どもたちの良好な教育環
境が確保されている。

◎基本政策

主要課題 No. 11 学校施設等の計画的な改築・改修等

改築基本構想検討委員会

改築基本構想検討委員会

西側校舎・

幼稚園解体

仮校舎建設

東側校舎解体 Ⅰ期工事

Ⅱ期

工事

基礎調査

【校庭】工事１校

令和８年10月竣工●改築工事

●改築検討

●改築検討

校庭整備Ⅱ期工事

仮校舎

体育館棟

解体Ⅰ期工事

令和５年12月竣工●改築工事

園庭等

解体 Ⅰ期工事 柳町こどもの森等解体 Ⅱ期工事

令和８年２月竣工●改築工事

【内装等】工事３校

設計１校

【屋上】設計１校

【外壁等】設計２校 設計２校、工事１校

設計２校、工事１校

【特別教室改修】

21



 ●既存和式トイレの洋式化等改修

［ ]

 ●老朽化した給食室のドライシステム化

［ ]

 ●設備改修及び浴室棟等改築

［ ]

 ●大塚小学校増築設計・工事

 ●小日向台町小学校増築設計・工事

［ ]  ●駒本小学校増築設計・工事

 ●学級編制対応

53
八ケ岳高原学園の改修

1,170,238

学務課

54 1,602,473
学務課

小学校の教室増設対策

51

学校施設のトイレ洋式化等改
修

―
学務課

52
給食室の整備

266,248
学務課

４校園69個

工事１校・設計１校

事業終了

改修完了

増築完了

増築完了
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１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

［ ]
【学校施設を活用した育成室整備】

 ◎文林中学校（令和３年４月）

【小学校の改築に合わせた育成室整備】

誠之小学校（令和５年）・明化小学校（令和８年）

柳町小学校（令和８年）

【公有地を活用した育成室整備】

 ◎白山一丁目に新規開設（誠之小学校内の開設までの暫定整備）

 ◎小石川三丁目旧国家公務員研修センター跡地に

　  新規開設（令和３年10月）

大塚一丁目都営バス大塚支所跡地に新規開設◎  

（令和５年４月）

【民有地を活用した育成室整備】

 ◎根津二丁目に新規開設（令和３年12月）

 ●事業者提案による既存テナント物件を活用した整備

 ‣ 民間事業者に運営費の補助

   （時間延長や一時受け入れ等の保育ニーズに対応）

◎基本政策

主要課題 No. 12 就学児童の多様な放課後の居場所づくり

　児童館・育成室・都型学童クラブ・放課後全児童向け事業のそれぞれの特性に基づき、児童・保護者が
ニーズに合わせたサービスを選択し、全ての児童の放課後の安全な居場所が確保されている。

○学童保育の拡充
　年少人口の増加や保護者の就労形態等から、学童保育の利用需要を的確に捉え、必要性の高い地域に育
成室の整備拡充を進めるとともに、都型学童クラブの誘致に取り組みます。

○子どもたちの放課後の居場所の確保
　全区立小学校で実施している放課後全児童向け事業の実施時間の拡大を目指し、子どもたちの放課後の
居場所の充実を図ります。また、放課後全児童向け事業の利用実態を踏まえながら、児童館のあり方につ
いて検討していきます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●

　放課後の居場所づくりについては、年少人口の推移や、新型コロナウイルス感染症の発生状況等を注視しつつ、育成室は、計
画している整備に加え、区有地等に限定せず幅広く育成室を開設するとともに、都型学童クラブの誘致を図ります。また、放課
後全児童向け事業については、学校等と調整し、実施時間の拡大をする学校を増やしていきます。
　児童館のあり方については、放課後事業検討会において児童館利用実績や放課後全児童向け事業の利用実態を踏まえながら引
き続き検討します。

R4（2022） R5（2023）

55

放課後児童健全育成事業

699,679

児童青少年課

（育成室の整備）

（都型学童クラブの誘致）

待機児童の状況により、必要な地域での開設を検討
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 ‣ 放課後の学校施設を活用、遊びや学び等の活動（全区立小学校で実施）

 ●実施時間の拡大

　 （運営委員会や学校と協議し、順次実施校を拡大）

 ‣ 利用者データ分析、児童館の運営検討・提言、提言に基づく準備

【行財政運営の視点】

　児童館のあり方については、各児童館の利用状況を、利用者の年代別等、様々な角度からデータを収集し、放課後
全児童向け事業の全校実施や実施時間の延長等の影響、利用者状況の変化等について分析・検討していきます。

699,679

（放課後全児童向け事業）

（児童館のあり方の検討）
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１　子どもたちに輝く未来をつなぐ 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 青少年健全育成事業への補助、九地区合同行事、機関紙

［ ]  ‣ 中高生の参画イベント

 ‣ ＮＰＯ等が実施する事業への補助

［ ] 　（青少年の社会参加を推進する事業・青年育成事業）

 ‣ 中高生世代の自主的な活動・交流の場

　（文化・スポーツ・学習支援事業等）

 ‣ 中高生スタッフの企画・運営事業

　（「夏・冬・春フェス」・広報誌の発行等）

 ‣ 各種講座

　（中高生が興味のある分野の講座、自習支援、キャリア学習講座）

［ ]  ●地域団体（青少年健全育成会等）との連携事業

 ●小学校での出張b-lab

◎基本政策

主要課題 No. 13 青少年の健全育成と自主的な活動の支援

○青少年の社会参画を促す機会の提供

　青少年が、地域の大人や子どもたちとの関わりや、自主的な活動の体験・経験などを通して、自主性や
社会性を身に付け、自立した大人へ成長できる環境が整備されている。

　青少年健全育成会などの地域団体の活動を支援し、青少年が、家庭や学校だけでは経験することが難し
い社会体験・社会参画の機会の充実に取り組みます。

○中高生世代の自主的な活動を応援する環境整備
　オープンから５年が経過した青少年プラザ（b-lab）について、施設の利用促進に向けた更なる周知
や、青少年健全育成会等との連携事業を推進するとともに、中高生世代の自主的な活動を応援する場の拡
充について検討していきます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策の関係で通常通りイベント等が行えない状況ですが、次年度以降も含め、感染
防止対策を行いながらイベント等を開催する方策を検討します。
　また、青少年健全育成会等の地域イベントを青少年プラザ利用者へ周知するなど、青少年健全育成会等の地域団体と青少年プ
ラザがイベント等で連携できる仕組みづくりを行い、地域バランスも考慮した活動の場を検討していきます。

58 65,102

青少年プラザ（b-lab）運営事
業

児童青少年課

R5（2023）

56
青少年健全育成会活動支援

9,141
児童青少年課

57
青少年の社会参加推進事業

1,224
児童青少年課

地域バランスを考慮し、活動の場の拡充を検討
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

【特別養護老人ホームの整備】

 ●小日向二丁目旧財務省小日向住宅跡地を活用した整備計画

    国との調整・スケジュール等の検討

［ ] 運営事業者公募

 ‣ 整備費等補助
【第８期介護基盤整備計画に基づく公募（令和３～５年度）】

（令和３年度）

　 ・（看護）小規模多機能型居宅介護（１）

　 ・認知症対応型共同生活介護（１）

［ ] （令和４年度）

　 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（１）

●「文京くすのきの郷」大規模改修（～令和５年５月）

［ ] 「文京白山の郷」「文京千駄木の郷」

工法・スケジュール等の検討
 ‣ 介護の仕事の魅力発信・周知啓発

　（アクティブ介護、若年層向けパンフレット、学生等向けイベント）
 ‣ 人材育成・定着支援

 　（資格取得研修受講費補助、新任介護職員人材育成プログラム、
［ ] 介護施設従事職員住宅費補助、入門的研修）

 ‣ 外国人介護人材の受入支援

　（事業所の受入体制の整備・促進及び円滑な育成の支援）

62 20,806
介護保険課

介護人材の確保・定着支援

60 22,626

61 361,075
旧区立特別養護老人ホームの
大規模改修

介護保険課

介護保険課

地域密着型サービスの充実

－

59 19,547

介護保険課

民間事業者による高齢者施設
の整備

　公有地等の活用も視野に入れながら、高齢者・介護保険事業計画に示した令和７年度までの整備方針等
を踏まえた民間事業者による整備を進めていきます。なお、５年度までの介護基盤整備計画は、高齢者・
介護保険事業計画の改定に合わせて算定します。

〇介護事業従事者の確保・定着
　介護の仕事の魅力の発信や周知啓発を継続的に行うとともに、介護サービス事業所における、若手職員
に対する資質向上や、外国人介護人材の受入れ等に関する取組を支援し、介護人材の確保・定着を図りま
す。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　地域の介護サービス基盤の担い手である介護サービス事業者に対して、事業者連絡会等を通じ、新型コロナウイルス感染症の拡
大を踏まえた感染症対策の再点検を促していきます。
　また、今後の介護サービス基盤のあり方については、新型コロナウイルス感染症収束後における高齢者や介護サービス事業所の
状況、区の財政状況等を見極めながら、地域包括ケア推進委員会等を通じ、検討していきます。

〇高齢者施設・介護サービス事業所の整備

　多様な介護ニーズに対応する施設や事業所の整備が促進されるとともに、介護人材の確保・定着が図ら
れ、必要な介護サービスが安定して提供されている。

◎基本政策

主要課題 No. 14 介護サービス基盤の充実

第８期「文京区高齢者・介護保険事業計画」

随時公募・整備
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 ‣ ミドル・シニア社会参加推進事業

   （ミドル・シニア講座・絵本の読み聞かせ講座・高齢者施設ボランティア講座等）

 ‣ 元気高齢者が活躍！介護施設ワークサポート事業

［ ]    （介護施設お助け隊、介護施設就業体験セミナー）

 ‣ ミドル・シニア目線を活かした発信力強化事業

   （区の情報誌「セカンドステージ・サポート・ナビ」の企画・編集）

【行財政運営の視点】
　介護サービス事業所の職場環境の向上や介護職員の負担軽減に効果が期待されている、ＩＣＴや介護ロボットの活
用については、職員の習熟など様々な課題があることから、先行事業所の取組や国のモデル事業の検証等を踏まえ、
支援方法について検討を進めていきます。

63 16,546

元気高齢者の社会参画支援事
業

高齢福祉課

28



２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ かかりつけマップ（地域の医療機関・介護事業所の把握）

 ‣ かかりつけ医・在宅療養相談窓口

   （医療相談、在宅療養に伴う医療・介護連携に関する相談）

［ ]  ‣ 地域医療連携推進協議会・検討部会

   （地域医療連携の課題、適切な仕組みづくり）

 ‣ 在宅療養者等に対する歯科訪問健診・予防相談指導事業

［ ]  ‣ 地区歯科医師会による在宅歯科診療推進のため、医療機器購入費用の助成

 ‣ 高齢者あんしん相談センターに相談窓口を設置

［ ] 　（退院後の介護環境の調整、医療関係者との事例検討会等）
66

在宅療養支援窓口事業
4,800

高齢福祉課

64 13,000
地域医療連携事業

高齢福祉課・健康推進課

65

在宅療養者等歯科訪問健診・
予防相談指導事業

12,017
健康推進課

〇地域医療の推進

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

　区民が適切に医療・介護サービスを利用できるよう、かかりつけ医の周知・普及等、様々な情報提供に
努めるとともに、在宅医療の推進等に向け、区の実情や国・都の動向を踏まえ、地域の医療・介護関係者
の連携を強化していきます。

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　在宅医療・介護連携について、連携協定を締結している東京大学高齢社会総合研究機構と連携し、効果的な事業展開を検討しま
す。
　また、地域医療連携推進協議会（検討部会）において、引き続き、地域医療連携における課題を検討していきます。

〇在宅療養を支える多職種による連携体制の強化
　在宅療養支援について、福祉的なより広い視点から、効果的な多職種の連携体制を構築し、在宅で医療
や介護を必要とする区民に適切なサービスを提供します。

　医療機関や介護サービス事業所等、在宅療養を支える多職種の連携体制が強化され、医療や介護を必要
とする高齢者が、在宅においても、訪問診療や訪問介護、介護サービス等による生活支援等、必要なサー
ビスを受けている。

◎基本政策

主要課題 No. 15
【地域包括ケアシステムの深化・推進①】在宅医療・介護連携
の推進
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

〇本人や家族を支える地域のネットワークづくり

〇切れ目なく適切な支援につなげる仕組みづくり

●手段（当初事業計画）●

［ ]

 ‣ 認知症サポーター養成講座

 ‣ 認知症関係展示会（認PAKU）

 ‣ もの忘れ医療相談、認知症初期集中支援チーム

 ‣ 認知症支援コーディネーター・嘱託医の配置

 ‣ 認知症ケアパス作成・普及

 ‣ 行方不明認知症高齢者発見ネットワーク

 ‣ 地域住民等による声かけ模擬訓練

 ‣ 身元確認用ステッカー

 ‣ 民間事業者が運営するGPS探索サービスの利用助成

 ‣ 認知症家族交流会、介護者教室、認知症カフェ

67
認知症施策の総合的な推進

56,815

高齢福祉課

（認知症に関する正しい知
識・理解の普及啓発）

（切れ目ない支援体制づく
り）

（行方不明認知症高齢者ゼロ
推進事業）

（家族支援）

　認知症に関する正しい知識・理解の普及啓発に取り組み、認知症本人やその家族を見守り、支える地域
のネットワークづくりを推進します。

　認知症の初期段階から多職種が連携して支援する体制を整備し、適切な医療や介護につなげるととも
に、認知症の早期の段階で支援につながる仕組みの構築について、検討を進めていきます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　認知症が重症化する前から必要な相談と支援につなげていくため、認知症に関する一層の普及啓発を促進するとともに、早期
受診につなげる施策を推進していきます。また、認知症の本人等が集える場所づくりや地域拠点型の支援プログラムを検討して
いきます。

　認知症に対する区民の理解が深まり、認知症本人やその家族に対する支援体制が整備され、地域の中で
自らの意向が尊重され、希望を持って安心して生活している。

◎基本政策

主要課題 No. 16 【地域包括ケアシステムの深化・推進②】認知症施策の推進

31



 ●認知症診断後支援事業

　・認知症診断後の包括的なサポートやフォローアッププログラム等

 ●認知症検診

　・55～75歳までの５歳ごとの節目健診

　・認知機能デジタルツールによる脳の健康度測定

　・医師からのアドバイスや管理栄養士等による個別指導

56,815

（認知症検診・診断後支援）
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 健康質問調査（基本チェックリスト）

   （生活機能が低下する高齢者の把握、介護予防活動の案内）

［ ]  ‣ 文の京介護予防体操・推進リーダー養成講座

 ‣ 講演会

 ‣ フレイルサポーター養成講座

［ ]  ‣ フレイルチェック、保健師等専門職との連携（必要なサービスへ）

 ‣ 「住民主体の通いの場」開設・運営費補助

 ‣ リハビリテーション専門職の派遣（専門性の高い支援を提供）

［ ]

 ‣ 生活支援コーディネーターの配置

 ‣ 生活支援コーディネーターによる地域人材の発掘

［ ]  ‣ 介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス提供の推進

 ‣ 社会福祉協議会に地域福祉コーディネーターを配置

［ ]  ‣ 地域住民による地域課題の解決等、住民同士の支え合い体制づくり

◎基本政策

主要課題 No. 17
【地域包括ケアシステムの深化・推進③】介護予防・地域での
支え合い体制づくりの推進

　元気高齢者が地域活動や様々なサービスの担い手となり、住民主体の通いの場等を活用しながら、介護
予防と生きがいづくりが推進され、区民の健康寿命の延伸が図られている。

〇介護予防の推進・活動の場の充実
　高齢者の生活機能を維持向上させる取組等、介護予防活動の普及・定着を推進するとともに、住民同士
が助け合い、支え合う地域環境の構築に取り組みます。また、ハイリスクな高齢者を早期に発見し、適切
なサービスにつなげていきます。

〇社会的役割を担うことによる生きがいづくり
　元気な高齢者が様々なサービスの担い手として活躍できる場や機会を整え、社会参加・社会的役割を持
つことにより、生きがいづくりや介護予防につなげていきます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　介護予防ボランティア指導者を養成し、文の京介護予防体操地域会場の新規設置やプログラム見直しを推進するとともに、フ
レイルチェックを住民主体の通いの場（かよい～の）と連携して実施するなど、新たな事業展開を図り、参加者の裾野を広げて
いきます。また、フレイルサポーターを中心に新たな地域活動を立ち上げるなど、広く高齢者の社会参加を促していきます。
　さらに、担当地区の地域福祉コーディネーターが、既存の活動団体の運営支援を行うとともに、新規サロンの立上げの相談に
も、地域のニーズも考慮しながら対応していきます。

68 24,783
介護予防事業の推進

高齢福祉課

69 4,359
文の京フレイル予防プロジェ
クト

高齢福祉課

70

地域介護予防活動支援事業
（通いの場）

7,818
高齢福祉課

72
小地域福祉活動の推進

27,545
福祉政策課

71 27,341
生活支援体制整備事業

高齢福祉課
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 ‣ ミドル・シニア社会参加推進事業

   （ミドル・シニア講座・絵本の読み聞かせ講座・高齢者施設ボランティア講座等）

 ‣ 元気高齢者が活躍！介護施設ワークサポート事業

［ ]    （介護施設お助け隊、介護施設就業体験セミナー）

 ‣ ミドル・シニア目線を活かした発信力強化事業

   （区の情報誌「セカンドステージ・サポート・ナビ」の企画・編集）

 ‣ 高齢者等の地域での交流の場（社会福祉協議会が実施）

［ ]

 ‣ シルバーお助け隊、買物支援おたがいさまサービス

［ ]    （シルバー人材センター会員の派遣）

63 16,546

元気高齢者の社会参画支援事
業

高齢福祉課

73
ふれあいいきいきサロンへの
助成 5,611

福祉政策課

74

シルバー人材センターの活動
支援

50,726
高齢福祉課・介護保険課

34



２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

［ ]

 ‣ 民間賃貸住宅を「すまいる住宅」として登録

 ‣ 家主・仲介業者への謝礼

 ‣ 住み替え費用・家賃等助成

 ‣ あんしん居住制度

 ‣ すみかえサポート事業

 ‣ 緊急通報サービス・見守り電球　等

 ●家主への安心保障（見守りサービス・費用補償）

 ●障害者に係る制度の利用要件の緩和

 ‣ 協力店の登録（民間賃貸住宅の入居相談・あっせん）

 ‣ 居住支援セミナー

 ‣ 入居者の安否確認・生活指導・生活相談　等

 ‣ 不動産関係団体・居住支援団体・区（住まい方の協議）

75
文京すまいるプロジェクトの
推進

66,839

福祉政策課

（すまいる住宅登録事業）

（住まいの協力店整備事業）

（ライフサポートアドバイ
ザー事業）

（居住支援協議会運営）

　不動産関係団体等との連携強化を図り、高齢者等の入居を拒まない「すまいる住宅」の更なる確保を推
進することで、住宅確保要配慮者の選択肢の拡大を図ります。

〇入居者の見守り体制の拡充
　様々な高齢者の見守り事業等との連携等、入居者への見守り体制を拡充し、家主の不安解消と理解促進
を図り、高齢者の居住安定につなげていきます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　家主等の不安解消と理解促進を図り、高齢者の住まいを確保するため、新たに導入した見守りサービス及び費用補償等の周知
に努めるなど、不動産関係団体と連携した効果的な事業展開を図っていきます。

〇高齢者の住宅の確保・入居支援

　不動産関係団体など、多様な主体との連携により居住支援の輪が広がり、より多くの高齢者等の住まい
が確保され、高齢者等が住み慣れた地域の中で安心して暮らしている。

◎基本政策

主要課題 No. 18
【地域包括ケアシステムの深化・推進④】高齢者の居住安定の
支援

35
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 高齢者の見守り・声かけ、連絡会　等

［ ]

 ‣ 総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援

 ‣ 地域ケア会議、在宅医療・介護の連携　等

［ ]  ●高齢者見守り相談窓口事業（高齢者の見守り相談・訪問）

 ‣ 高齢者の単身世帯等に緊急連絡カードを設置

［ ]   （住所・氏名・緊急連絡先・かかりつけ医等）

 ‣ 成年後見制度利用助成事業（後見人への報酬助成）

 ‣ 権利擁護センター（利用支援、法人後見、相談）

［ ]  ●成年後見制度中核機関の設置

◎基本政策

主要課題 No. 19 高齢者の見守りと権利擁護

　高齢者が住み慣れた地域で多くの人に見守られながら、虐待防止や成年後見制度の利用など、個々の状
況に応じた適切な支援を受けている。

〇地域の見守り・支え合いの体制強化
　高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう、地域の関係者が相互に連携して、
見守り、支え合う体制を強化し、支援を必要とする高齢者を適切なサービスにつなげます。

〇高齢者の権利擁護の推進
　福祉や介護などの支援が必要な高齢者が、適切なサービスを主体的に選択できるよう、福祉サービスの
利用支援を進めるとともに、虐待防止や成年後見制度の普及に取り組むなど、高齢者の権利擁護を推進し
ます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）2020（R2） 2021（R3） 2022（R4） 2023（R5）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　高齢者あんしん相談センターに見守り相談窓口を設置し、在宅高齢者の訪問等による生活実態の把握や、地域の様々な主体と
連携した見守り活動に取り組みます。
　文京ユアストーリーでは、相談内容に対し、必要に応じて社会福祉協議会に設置する単身高齢者等終活支援事業審査会での検
討、意見聴取を踏まえて対応することで、相談者の生活状況や意向を踏まえた個別的な不安解消につなげていきます。
　また、権利擁護支援の中核機関の整備を行い、支援を必要とする人への成年後見制度等の広報・啓発活動、専門職も交えた事
案の検討等を行い、高齢者の権利擁護を推進していきます。

76
ハートフルネットワーク事業

483

高齢福祉課

77 358,819

地域包括支援センター（高齢
者あんしん相談センター）の
充実

高齢福祉課

78

高齢者緊急連絡カードの設置

1,839
高齢福祉課

79 16,237

福祉政策課
試行 中核機関の設置・運営及び権利擁護センターの機能強化

成年後見制度利用支援事業
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 ‣ 定期連絡・訪問（生活状況の確認、社会参画等の支援）

 ‣ 権利擁護サポート（介護保険・成年後見制度等の利用支援）

［ ]  ‣ 死後の諸手続きの準備・代行（葬儀・家財処分の生前契約等）

 ‣ 入退院時支援（入退院時の付き添い・緊急連絡対応等）

80 2,481

文京ユアストーリー

福祉政策課
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 地域の支え合い活動や日常的な相談の中心となる

「多機能な居場所」の活動支援（開設・運営費補助）

 ‣ 相談支援包括化推進員（地域福祉コーディネーター）の配置

［ ]  ‣ 多機関の協働によるICTを活用した連携ネットワーク・人材育成

 ‣ 社会福祉協議会に地域福祉コーディネーターを配置

［ ]  ‣ 地域住民による地域課題の解決等、住民同士の支え合い体制づくり

  ‣ ひきこもり状態の人やその家族の支援

 ●対象年齢の拡大（義務教育終了後の全年齢に拡大）

 ●所管課を福祉部へ移管（社会福祉協議会等との連携強化）

  ‣ ひきこもり支援センターの設置

  ‣ ひきこもり相談

  ‣ 講演会・個別相談会・茶話会

  ‣ ステップアッププログラム

［ ]   ‣ フリースペース

  ‣ 定着化サポート

  ‣ ひきこもり等自立支援会議・個別ケース検討会議（支援従事者連絡会）

  ‣ 人材養成研修

 ●非課税世帯または被保護者世帯に対する

相談費用及びプログラム利用料の無償化等

〇「ひきこもり（8050問題）」の総合的な対策の推進

　複雑化・複合化した課題に対応する地域の相談拠点が拡充するとともに、保健・医療・福祉・教育等の
多機関のネットワークが構築され、ひきこもり等、公的な支援が届きづらい人にも、必要な支援が提供さ
れている。

◎基本政策

主要課題 No. 20 地域共生社会を目指した総合的・包括的な相談支援体制の整備

〇地域の相談拠点の拡充による多機関のネットワークの構築
　住民が主体的に、身近な地域課題を解決するための仕組みづくりを推進し、複合化・複雑化した世帯の
課題に、関係機関が連携して対応する相談支援体制を構築します。

　複合的な要因による「ひきこもり（8050問題）」に対応するため、予防から支援まで、多様な相談窓口
や関係機関の連携による一元的な支援体制を構築し、課題の早期発見や、個々の状況に沿った適切な支援
につなげます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　多機能な居場所については、区内で９か所の設置を目標に、次年度は既存団体の順調な運営のサポートを行うとともに、実行
委員会が作られている２団体の立上げ支援を行っていきます。
　また、複雑化、複合化した課題（8050問題等）を抱えるひきこもり当事者またはその家族への支援については、個別ケース検
討会議の開催を積み重ねることや、支援従事者や地域サポーターへの研修等を引き続き実施していくことで、人材育成と連携の
充実を図り、課題の早期発見や、ひきこもり支援センターを主軸とした関係機関の連携による一元的な支援を行っていきます。

81 17,911地域づくり推進事業

福祉政策課

72
小地域福祉活動の推進

27,545
福祉政策課

82 11,911

生活福祉課

（旧事業名： STEP～ひきこもり等自
立支援事業～）

文京区版ひきこもり総合対策
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 ‣ 自立支援相談事業（就労・自立支援に関する相談）

 ‣ 住居確保給付金（就職活動のため一定期間家賃相当額の支給）

 ‣ 就労準備支援事業（就労に必要な知識・能力の向上）

 ‣ 一時生活支援事業（住居を持たない生活困窮者に宿泊場所等の提供）

［ ]  ‣ 家計相談支援事業（家計に関する相談）

 ●ひきこもりに関する体制強化（精神保健福祉士の配置）

83 59,412
生活困窮者自立支援相談事業

生活福祉課
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ グループホーム・通所施設整備費等補助金

（対象施設）

　・障害者グループホーム

　・障害者通所施設

　・障害児通所施設

（主に重症心身障害児または医療的ケア児）（令和３年度～）

［ ] （補助内容）

　・整備費補助

　・定期借地権の一時金に対する補助（令和２年度～）

　・土地賃借料に対する補助（令和２年度～）

　・開設費用に対する補助（令和３年度～）

 ●施設定員の見直しによる生活介護事業の導入

 （プログラム活動等による身体機能・生活能力の維持）

［ ]

 ‣ 障害者の総合的な相談支援活動の拠点（３障害・難病）

 ‣ 障害者の地域移行・地域定着に関する取組

［ ]  ‣ 関係機関とのネットワーク構築

◎基本政策

主要課題 No. 21 障害者の自立に向けた地域生活支援の充実

〇地域生活支援拠点の整備

　障害者の地域生活を支える相談支援体制が拡充するとともに、生活介護を中心とした日中活動の場やグ
ループホーム等が整備され、障害者がそれぞれの実情に合った、安心した生活を送っている。

〇障害者のニーズに応じたサービス・施設の拡充
　障害者の自立した生活を支援するため、生活介護等の日中活動系サービスの充実を図るほか、グループ
ホームの整備を推進するなど、障害者のニーズに応じた、サービスや施設の拡充を進めます。

　障害者の身近な相談拠点として地域生活支援拠点の整備を進め、多様な地域の社会資源との連携によ
り、障害者の相談支援体制の充実を図ります。

〇精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
　精神障害者の地域における支援体制の構築・強化を図るため、保健・医療・福祉関係者等による協議の
場を設置するなど、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　公有地等の活用を検討するほか、施設整備費補助の増額や定期借地権の一時金等の補助を行うなど、障害者グループホーム及
び生活介護等の通所施設の整備を推進します。また、令和３年度に富坂地区及び駒込地区に地域生活支援拠点を開設し、居住支
援機能の充実を図っていきます。
　さらに、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すため、既存事業の課題を整理し、文京区地域精神保健福
祉連絡協議会で施策の見直しや評価を行います。また、退院後支援事業で困難ケースへの地域移行支援を強化し、従来の保健師
等の支援活動を補完していきます。

85 96,390
小石川福祉作業所における生
活介護事業の実施

障害福祉課 （サービス切替）

86 96,987
障害者基幹相談支援センター
の運営

障害福祉課

障害者施設整備促進事業

障害福祉課
84 12,000

新規受入
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 ‣ 地域連携調整員の配置・相談支援

 ‣ 関係機関等と連携した障害者の居住支援体制の充実

 ‣ 本富士地区の生活支援拠点の運営

［ ] 【拠点事業所の拡充】

 ◎富坂地区・駒込地区に新規開設（各１か所）

 ◎大塚地区に新規開設（１か所）

 ‣ 障害福祉サービス、地域安心生活支援事業　等

 【地域包括ケアシステムの構築】

［ ]  ●保健・医療・福祉関係者等の協議会（課題の整理と地域ビジョンの設定等）

 ●措置入院者等への退院後支援体制の整備

88 629,081

精神障害者の地域移行・地域
定着事業

予防対策課・障害福祉課

87 90,777

地域生活支援拠点整備事業

障害福祉課
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 就労準備支援（就職活動・履歴書作成支援）

 ‣ 職場実習支援（実習先の職場環境調整）

 ‣ 職場定着支援（就職後の継続したフォロー）

［ ]  ‣ 生活支援（職業生活全般の相談・助言）

 ‣ 企業支援（雇用管理、キャリア支援、合理的配慮等の助言）

 ‣ 職業体験受入れ奨励金、雇用促進奨励金

［ ]

 ‣ 生活リズム・家計・体調管理等の指導・助言

［ ]  ‣ 就労定着支援事業所に対する説明会

◎基本政策

主要課題 No. 22 障害者の一般就労の定着・促進

〇障害者の多様な就労機会の拡大

　障害の特性に合わせた多様な就業形態・雇用機会が確保され、一般就労した障害者の就労定着が図られ
ている。

　企業や障害者に対する就労支援や職場定着支援の充実を図るとともに、障害者就労支援センターの専門
性を高め、関係機関等との連携強化を図りながら、障害特性に応じた就労機会の拡大等、きめ細かな支援
を行っていきます。

〇一般就労への移行・定着
　就労移行支援及び就労継続支援等の福祉施設を利用する障害者が、一般就労へ移行・定着することを推
進し、就労を希望するだれもが、障害の状態と能力に適した仕事に就くことができるよう取り組んでいき
ます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　就労に向けて、生活面・医療面の支援を必要とするケースが増加傾向にあり、医療・保健機関、生活支援関係機関との連携を
強化し、地域全体で職業生活を支える取組を推進していきます。
　また、企業における適切な就労環境を整えるため、職場での配慮や工夫など、職業準備期及び就職活動期において丁寧な相談
と説明を行い、就労定着を支援していきます。

91
就労定着支援の推進

4,237
障害福祉課

R5（2023）

89 62,901
障害者就労支援センター事業

障害福祉課

90
中小企業障害者雇用助成事業

488

障害福祉課
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 障害者差別解消支援地域協議会（情報交換・取組の協議）

［ ]  ‣ 啓発品の配布

 ‣ 「地域支援フォーラム」の支援（講演会等）

［ ]  ‣ 心のバリアフリーハンドブック改訂（令和4年度）

 ‣ 障害者虐待防止センターの運営（虐待の通報や相談に対応）

［ ]  ‣ 区民向け講演会、障害者施設従事者等の研修会

 ‣ 成年後見制度利用助成事業（後見人への報酬助成）

 ‣ 権利擁護センター（利用支援、法人後見、相談）

［ ]  ●成年後見制度中核機関の設置

◎基本政策

主要課題 No. 23 障害者差別の解消と権利の擁護

　障害の有無にかかわらず、共に育ち合い、住み慣れた地域で生活するため、子どもから大人まで様々な
年代に対し、障害や合理的配慮に対する正しい知識を広め、理解の促進を図ります。

　区民や事業者が、障害者に対する不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する理解を深め、障害者が差別
や虐待を受けることなく、自らの権利が十分に守られ、安心して暮らしている。

〇心のバリアフリーの推進

〇相談支援の充実と権利擁護の推進
　障害者の権利や意見が尊重され、養護者等による虐待などを受けることなく、安心して生活が送れるよ
う、成年後見制度の普及や虐待防止体制の強化、障害者差別解消支援地域協議会における差別解消に向け
た取組等を推進していきます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　今後も、障害や合理的配慮に対する正しい知識を広めるための方策を進め、心のバリアフリーを推進していきます。
　また、被虐待者の一時保護を行う必要があるケースでは、緊急的な居住環境の確保、食事の提供及び被虐待者の移送等の必要
な支援が求められることから、被虐待者の一時保護を円滑に実施する体制の構築に向けて、検討を進めていきます。
　さらに、権利擁護支援の中核機関の整備を行い、支援を必要とする人への成年後見制度等の広報・啓発活動、専門職も交えた
事案の検討等を行い、障害者の権利擁護を推進していきます。

92
障害者差別解消推進事業

1,521
障害福祉課

93
心のバリアフリー推進事業

2,473
障害福祉課

94
障害者虐待防止事業

371
障害福祉課

79 16,237

福祉政策課
試行

成年後見制度利用支援事業

中核機関の設置・運営及び権利擁護センターの機能強化
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 自立支援相談事業（就労・自立支援に関する相談）

 ‣ 住居確保給付金（就職活動のため一定期間家賃相当額の支給）

 ‣ 就労準備支援事業（就労に必要な知識・能力の向上）

［ ]  ‣ 一時生活支援事業（住居を持たない生活困窮者に宿泊場所等の提供）

 ‣ 家計相談支援事業（家計に関する相談）

 ‣ 自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練給付金　等

［ ]

95
母子家庭及び父子家庭自立支
援給付金事業 6,978

生活福祉課

83 59,412
生活困窮者自立支援相談事業

生活福祉課

〇個々の状況に応じた包括的・継続的な支援
　生活困窮者やひとり親家庭の父母が、社会的・経済的に自立できるよう、本人の状況に応じた、包括
的・継続的な支援を行います。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　社会情勢の変化により生活困窮に至る世帯に向けて、経済的な支援や精神的な支援など、個々の状況に応じた相談や支援を行
います。また、離職や廃業等に至った方については、就労支援等も行っていきます。
　さらに、ひとり親家庭についても、その保護者がより収入が高く、安定した職に就くことができるよう、引き続き、支援を
行っていきます。

　生活困窮者が、個々の状況に応じた効果的な支援を受け、社会的・経済的に自立した生活を送ってい
る。

◎基本政策

主要課題 No. 24 生活困窮者の自立支援
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 糖尿病性腎症の重篤化による透析治療への移行防止

 ‣ 保健指導（支援計画等）、医療機関受診勧奨（未治療者への勧奨）

［ ]  ‣ フォローアップ（保健指導修了者に対するフォローアップ）

 ●遠隔面談による保健指導

 ‣ ジェネリック医薬品の普及（差額通知、切替促進通知、ＰＲ等）

［ ]  ‣ 医療費通知

96 10,333

97
医療費の適正化

10,489
国保年金課

国保年金課

糖尿病性腎症重症化予防事業

〇健康や医療費に関する理解の促進
　ジェネリック医薬品の普及や、医療費に関する理解促進に取り組むとともに、糖尿病性腎症の重症化予
防を推進し、国民健康保険被保険者負担の軽減と、将来に向けた医療費の抑制を図ります。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　医療費通知やジェネリック医薬品差額通知等を送付したことによる成果が数値に反映されるには、一定の時間を要することが
考えられるため、これらの通知を継続して送付することを通して、区民一人ひとりが、自身の健康や医療費に関する理解の促進
を図ります。
　また、データヘルス計画に基づく取組を進めることで、糖尿病重症化予防を推進し、対象者の人工透析への移行を防いでいき
ます。

　高齢化の加速により、急激な医療費の増加にならないよう、健康や医療費に関する区民の理解が深まる
とともに、データヘルスの考え方に基づく保健事業が展開されることで、医療費の適正化や安定的な医療
保険制度の運用が図られている。

◎基本政策

主要課題 No. 25 適正な医療保険制度の運営
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 生活習慣病予防教室、ウォーキング教室、健康スキルアップ教室

［ ]

 ‣ 健康検査、自主トレーニング事業、健康づくり運動教室

［ ]

 ‣ 食育イベント、ぶんきょう野菜塾、子ども野菜塾、講習会の開催

［ ]  ‣ ハピベジ加盟店事業の実施（加盟店の募集・登録等）

 ‣ 特定健康診査

   （対象：40歳以上の国民健康保険の被保険者等）

 ‣ 後期高齢者医療健康診査

［ ]    （対象：後期高齢者医療制度の被保険者）

 ‣ 特定保健指導

   （対象：特定健康診査の結果、生活習慣改善の必要のある方）

 ●遠隔面談による保健指導

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　生活習慣病予防事業については、広い世代の参加が促進されるよう、運動・栄養・歯科衛生教育が包括的に提供できる体制を構
築していきます。
　また、自宅でできるトレーニングや生活習慣の改善に関する知識や方法について、動画やホームページ等で広く発信することに
より、体力低下の防止や健康保持について、区民一人ひとりの啓発をしていきます。
　特定保健指導については、区民の利便性を重視し、令和２年度受診者分よりICT活用による遠隔面談を実施し、保健指導の利用
方法の選択肢を増やしていきます。
　さらに、データヘルス計画に基づく取組を進めることで、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率の向上に繋げていき
ます。

◎基本政策

主要課題 No. 26 区民の主体的な生活習慣の改善

　健康の保持増進のため、区民一人ひとりが、健康的な生活習慣の必要性を理解し、主体的に健康管理を
行っている。

〇区民の生活習慣改善の促進
　区民の健康の保持増進のため、適切な食習慣の改善や運動習慣の定着など、健康的な生活習慣の必要性
を周知するとともに、日常的に運動ができる機会等を提供し、意識的な生活習慣改善を促します。

〇特定健康診査の受診率・特定保健指導の実施率の向上
　生活習慣病の早期発見のため、特定健康診査や特定保健指導の勧奨等により、受診率や実施率の向上に
取り組み、重症化予防を推進します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）2020（R2） 2021（R3） 2022（R4） 2023（R5）

98
生活習慣病予防事業

3,362

保健サービスセンター

99
健康づくり事業

39,740

保健サービスセンター

100

食育普及
3,391

健康推進課

101 440,267健康推進課・国保年金課

特定健康診査・特定保健指導
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ がん検診システムによる各種がん検診の受診履歴の管理

【乳がん検診】

　・40歳以上の偶数年齢の区民（女性）：マンモグラフィー検査

　・受診勧奨（41歳の女性に無料クーポン券・検診手帳を送付）

【子宮がん検診】

　・20歳以上の偶数年齢の区民（女性）：子宮頚部の細胞診検査

　・受診勧奨（21歳の女性に無料クーポン券・検診手帳を送付）

［ ] 【胃がん検診】

　・40歳以上の区民：胃Ｘ線検査

　・50歳以上の偶数年齢の区民：胃内視鏡検査

【大腸がん検診】

　・40歳以上の区民：便潜血検査

【肺がん検診】

　・40歳以上の区民：胸部X線検査

 ‣ ピンクリボンキャンペーン（乳がん検診受診促進）

［ ]  ‣ がん検診講演会、パンフレット　等

 ‣ 授業支援人材の派遣、地域大学との連携

   （体力アップトレーナー・体力向上アドバイザー・

 　　　　　　　　　　中学校テクニカルトレーナー）

 ‣ 「文京版サーキットトレーニング」の実践

［ ]  ‣ 体力・健康づくりに関するイベント

 ‣ がん教育（大学や病院との連携、ゲストティーチャーの派遣等）

　がんに関する正しい知識の普及啓発を推進するとともに、国の指針に基づく効果的な検診を実施し、がん
の早期発見に向けた受診率の向上に取り組んでいきます。

　区民ががんに関する正しい知識を持ち、主体的ながん検診の受診が促されているとともに、がん患者等
が、がんと向き合い自分らしい地域生活を送っている。

〇がんに関する知識の普及と検診受診率の向上

◎基本政策

主要課題 No. 27 がん対策の推進

〇がん患者等の地域生活に向けた支援の推進
　がん患者やその家族が、自分らしく安心した地域生活を送れるよう、必要な支援の充実を図ります。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　がん検診システムによる、各種がん検診の受診履歴の管理のもと、検診の精密検査未受診者に、受診勧奨を行うことで、がん検診
の精度管理の向上に努めていきます。
　広く区民にがん予防や早期発見・早期治療の重要性について周知啓発を行うとともに、がんになっても安心して生活を送ることが
できるための情報提供に努めることで、区民のがんに関する理解を深めていきます。
　また、国や都のがん教育に係る動向を踏まえ、ゲストティーチャーを活用した授業の実施をさらに推進していきます。

102 700,656
各種がん検診の実施

健康推進課

103

がん知識の普及・啓発
382

健康推進課

健康・体力増進事業32 26,717

教育センター

49



 ●ウィッグ・医療用帽子の購入費用助成

［ ]

 ‣ 骨髄提供に係る入院または通院期間中の休業補償（助成金）

［ ] 　（対象：ドナーまたはドナーが勤務する事業所）

 ‣ 骨髄移植等の理由による接種済みの定期予防接種の再接種に係る費用の助成

［ ]

106
骨髄移植など特別の理由によ
る任意予防接種費用助成制度 762

予防対策課

104
がん患者ウィッグ購入費用助
成 3,000

健康推進課

105

骨髄移植ドナー支援制度
420

予防対策課
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

　

［ ]

 ‣ 講演会、相談窓口リーフレット、メンタルチェックシステム、

　　自殺対策強化月間での啓発

 ‣ ゲートキーパー養成講座（区民・職員・関係機関）

 ‣ 自殺対策推進会議・自殺対策委員会（関係機関の連携）

 ●自殺未遂者対策連絡会（仮）

R4（2022） R5（2023）

107
総合的な自殺対策の推進

1,060

予防対策課

（自殺対策の啓発・周知）

（自殺対策を支える人材育
成）

（関係機関等のネットワー
ク）

検討

〇自殺対策の啓発と人材育成
　自殺対策は「生きるための支援」であることを踏まえ、区民一人ひとりが自殺対策を正しく理解し、そ
の重要性を認識できるよう、啓発活動を推進します。また、自殺対策を推進する上で基盤となる人材
（ゲートキーパー）の育成に取り組みます。

〇関係機関・地域ネットワークの強化
　悩みを抱える人を早期に発見し、適切な支援につなぐため、区や関係機関等とのネットワークを強化
し、相談しやすい地域づくり等、自殺対策を推進する環境を構築します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　区民が自殺対策を理解し、その重要性を認識するために、講演会、ホームページ等を通じた普及啓発活動を引き続き実施して
いきます。また、自殺対策の基盤となる人材育成を推進するため、区民や区職員等を対象としたゲートキーパー養成講座を計画
的かつ継続的に開催していきます。
　自殺未遂者に対する支援体制を構築するために連絡会の開催等、関係機関との連携体制を構築していきます。

　自殺対策の基盤となる活動の推進や連携体制の強化により、区の自殺死亡率の減少傾向が維持されてい
る。

◎基本政策

主要課題 No. 28 総合的な自殺対策の推進

設置（自殺未遂者・家族支援のあり方の検討）
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２　健康で安心な生活基盤の整備 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ●改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例（全面施行）

  ●法改正や新制度の普及・啓発（ポスター、チラシ、講演会）

  ●施設管理権原者等への普及・啓発　

［ ] （ハンドブック、標識掲示パンフレット、アドバイザー派遣）

  ●健康増進法・東京都受動喫煙防止条例違反に対する指導

 ‣ 禁煙・受動喫煙防止の啓発（リーフレット、ポスター、講演会等）

 ‣ 禁煙外来治療費助成

［ ]

－

108

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　受動喫煙防止対策の推進については、改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例に基づく適切な対応がとれるよう、飲食店等
に対し、継続的な普及啓発や支援を行っていきます。
　また、望まない受動喫煙を生じさせない環境を整備していくために、店頭標識提示状況を確認し、未対応店舗に対しての提示
の促進を行っていきます。
　喫煙による健康被害の防止については、ホームページ等での情報発信、窓口における禁煙支援冊子等の配布や講演会を開催す
る等、あらゆる世代に向けたさらなる教育・啓発の実施と、区民の主体的な禁煙に向けた取組の支援を行っていきます。

460

受動喫煙防止対策事業

健康推進課

〇受動喫煙防止対策の推進

109

喫煙・受動喫煙による健康被
害防止の普及啓発及び禁煙支
援 1,415

健康推進課

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

　区民等の喫煙による健康被害に関する意識が高まり、主体的な禁煙行動が促進されるとともに、改正健
康増進法や東京都受動喫煙防止条例に基づく、受動喫煙防止の取組が推進されている。

〇喫煙による健康被害の防止
　あらゆる世代に向けて、喫煙による健康への悪影響について啓発するとともに、区民の主体的な禁煙に
向けた取組を支援します。

◎基本政策

主要課題 No. 29 受動喫煙等による健康被害の防止

　望まない受動喫煙を生じさせない環境を整備するため、区民等に対し、受動喫煙防止への理解促進を図
るとともに、区内の飲食店等が改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例に基づく適切な対応がとれるよ
う、普及啓発に取り組みます。
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３　活力と魅力あふれるまちの創造 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 窓口での経営相談、中小企業支援員による訪問相談

 ‣ 各種認証取得等補助

 ‣ 融資あっせん

 ●新型コロナウイルス対策緊急資金、信用保証料補助

 ‣ 持続可能性向上支援補助（省エネ設備・生産性向上設備）

 ●高機能換気設備等の補助拡充

［ ]  （密閉空間の感染リスク軽減）

 ●企業力向上セミナー（SDGs・Society5.0・働き方改革等）

 ●イノベーション創出補助

 （感染症対策、Society5.0推進に資する新製品・技術）

 ‣ インターンシップ、就職面接会　等

 ●総合就労支援

（求職者への就職活動支援、中小企業への採用力向上支援）

 ●緊急就労支援

［ ] （就職面接会、就労体験を通じた正規雇用化支援等）

 ●中小企業と地域の多様な人材とのマッチング支援

　（若年者・女性・リカレント教育受講者等）

対象者（シニア層等）の拡大●

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　新型コロナウイルス感染症により経営上の打撃を受けている区内中小企業を支援するため、新型コロナウイルス対策緊急資金
に係る保証料を補助するとともに、中小企業事業継続支援補助金により、人件費、土地・建物の賃借料、感染症防止のための備
品、消耗品の購入費等への補助を行います。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化することが予測されるため、国
や都等と連携して、企業の事業継続に向けた支援や、コロナ禍における中小企業の企業力向上に資する施策を実施します。
　今後、雇用情勢の変化が予想されるため、若年者の就労支援及び区内中小企業の人材確保に係る施策の見直し・拡充を図りま
す。また、コロナ禍においても、区内創業者への支援や創業の普及啓発を継続していきます。

110 564,450

111 80,640

中小企業支援事業

経済課

中小企業人材確保支援事業

経済課

〇多様な創業の促進
　区内における多様な創業を総合的に支援し、区内の産業振興や地域経済の活性化を図るとともに、創業
に対する区民の理解・関心を深めるため、普及啓発に関する取組を推進します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

　中小企業のニーズに応じたきめ細かな支援を推進するとともに、ＳＤＧｓやSociety5.0の視点も踏ま
え、中小企業の生産性を高める取組を支援することで、企業力の向上と、中長期を見通した持続可能な区
内産業の振興を図ります。

　多様な人材の確保など、区内中小企業の経営基盤が強化されるとともに、生産性を高める取組が推進さ
れ、持続可能な企業活動が活発に行われている。さらに、多様な創業が促進され、産業の新陳代謝が進
み、区内産業が活性化している。

〇中小企業の経営基盤強化・生産性向上

◎基本政策

主要課題 No. 30 中小企業の企業力向上
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 ‣ 創業支援セミナー、創業相談、融資あっせん　等

 ‣ チャレンジショップ支援事業（家賃補助、経営相談、地域貢献事業補助）

 ●創業機運醸成プロジェクト（創業入門サロン）

［ ]
●創業支援等事業計画の見直し

112 23,313

経済課

創業支援事業
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３　活力と魅力あふれるまちの創造 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 商店街エリアプロデュース事業

  　・専門プロデューサーを派遣し、重点エリア３地区・文京区商店街連合会等を支援

　  ・若手人材の取組を支援

 　 ・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響を踏まえた地域特性に応じた活性化策の検討・実施

［ ]
 ●キャッシュレス決済ポイント還元事業補助（令和２年11月～）

　（非接触型決済の導入・商店街の販売促進）

 ‣ 商店街販売促進事業（イベント等に対する補助）

 ‣ 商店街環境整備事業

［ ] 　（街路灯・フラッグ作成・多言語対応等に対する補助）

 ‣ キャッシュレス決済、宅配等業態転換に関するセミナー

［ ]    （購買環境の向上、販売促進）

◎基本政策

主要課題 No. 31 商店街の活性化

　地域の特性を生かした魅力的で活気のある商店会活動が行われているともに、外国人観光客等を含む、
商店街を訪れる全ての人にとって快適な購買環境が整備されている。

〇地域特性を生かした商店街活性化
　個店の経営力強化や商店街の販売促進を図るため、地域の特性を生かした商店会の主体的な取組を支援
し、商店街の活性化につなげます。

〇利便性の高い快適な購買環境の整備
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う外国人観光客の増加等を踏まえ、商店の
多言語化やキャッシュレス化を促進し、利便性の高い購買環境の整備を進めます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）2020（R2） 2021（R3） 2022（R4） 2023（R5）

　新型コロナウイルス感染症の影響により生じた新たなニーズを捉えた商店街支援策として、文京区商店街連合会と連携し、飲
食店、小売店等を対象にした宅配事業や、キャッシュレス決済ポイント還元事業の実施など、国が提唱する「新たな生活様式」
を踏まえながら、個店の売り上げ向上と商店街の活性化を図るための支援を引き続き実施します。

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●

115

ウェルカム商店街事業

2,356経済課

113 51,519

商店街振興対策事業

経済課

114 52,583
商店街販売促進・環境整備事
業

経済課
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３　活力と魅力あふれるまちの創造 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性

●手段（当初事業計画）●

［ ]

 ‣ 消費生活研修会（消費生活の知識の啓発）

 ●エシカル消費の普及啓発・人材の育成（イベントでの活用）

 ‣ 消費生活相談員による出前講座（多様化した消費者トラブルの防止）

 ●成年年齢引き下げに伴う被害防止啓発（令和４年から成年年齢引き下げ）

 ‣ 区内の消費生活団体と協働した消費者啓発イベント

 ‣ 消費生活推進員養成講座

 ‣ 講座修了生（消費生活推進員）と消費生活団体の協働による啓発活動

◎基本政策

主要課題 No. 32 消費者の自立

　時流を捉えた消費者教育やきめ細かな消費相談体制により、全ての世代において消費者トラブルの防止
が図られ、区民が安全・安心な消費生活を持続的に送れる「スマートコンシューマー（賢い消費者）」に
なっている。

〇消費者教育の推進
　消費者トラブルを未然に防止するため、各年代に適した体系的な消費者教育を推進します。また、エシ
カル消費の普及啓発に取り組み、日々の消費行動から「つくる責任 つかう責任」の意識の定着を促しま
す。

〇消費相談体制の充実
　多様化する消費者トラブル等を防止するため、消費生活相談体制の充実を図るとともに、消費者団体の
支援や消費生活推進員の育成に取り組み、区民の自立した消費活動を促進します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　消費者教育については、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、文京区民チャンネルやYouTubeを活用した講座や啓発活動
の実施など、集客や開催方法を検討するとともに、エシカル消費や成年年齢引き下げといった、時流を捉えたメニューを展開し
ていきます。
　消費者相談においては、新型コロナウイルス感染症の影響が当面続く状況を見据え、メール相談などの新たな相談手法の充実
を図ることで、相談体制の維持と区民の利便性の向上を図っていきます。

R4（2022） R5（2023）

116
消費者普及啓発事業

34,951

経済課

（消費者教育の推進）

（消費者相談室）

（消費者団体の支援）

（消費生活推進員の育成）
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３　活力と魅力あふれるまちの創造 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 生誕・没後の記念年を迎える文化人等の顕彰

   （リーフレット、朗読コンテスト、歴史講演会、史跡めぐり等）

［ ]
●森鷗外没後100年記念事業

 ‣ 特別展、収蔵品展

 ‣ 歴史教室、史跡めぐり、ワークショップ

［ ]  ‣ 友の会活動支援　等

 ‣ 文化芸術の発表会等（合唱、民謡等）

 ‣ 能プロジェクト（能楽の鑑賞・体験プログラム）

 ‣ ミューズフェスタ（文の京ミュージアムネットワーク）

 ●2020インターナショナル

［ ] 小倉百人一首かるたフェスティバル

 　　　　　　　  （全日本かるた協会との共同による全国規模のかるた大会等）

 ●ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに関する企画展、講演会

2021（R3） 2022（R4） 2023（R5）

文の京ゆかりの文化人顕彰事
業

アカデミー推進課

2020（R2）

アカデミー推進課
119 32,560

118 10,611
文京ふるさと歴史館の特別
展、普及事業

アカデミー推進課

－

117 19,060

〇地域の伝統や歴史に親しむ機会の充実
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等をきっかけとして、区民が地域の文化や伝統等への
関心を高めるとともに、区内にある多様な文化資源を活用し、区民が一層文化芸術に親しむことができる
環境づくりに取り組みます。

〇区民に親しまれる文化施設の整備
　設備等の老朽化が進む文京シビックホールや文京ふるさと歴史館について、区民に親しまれる多様な文
化芸術の発信拠点としての役割を担うため、施設の改修や事業のあり方の検討を進めます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　令和３、４年に実施する森鷗外没後100年記念事業は、区内外に森鷗外の魅力が発信できる内容を検討していきます。
　区にゆかりの深い宝生流能楽や競技かるたを区の貴重な文化資源と位置付け、区民に気軽に親しんでもらえる事業を展開する
ことで、区民の区への愛着や関心を高めるとともに、区内外に文の京を発信していきます。
　文京ふるさと歴史館は、日常の来館者に加え、特別展・収蔵展等で多くの方々に来館してもらえるよう、身近な文化資源をユ
ニークな視点や方法等を用いて紹介していきます。また、老朽化した設備機器の改修も検討していきます。
　シビックホールは、これまで積み重ねてきた芸術ホールとしての実績を維持し、今後も多くの人に親しまれる施設であるた
め、設備の更新等を含めた大規模改修工事を実施します。

文化育成事業

◎基本政策

主要課題 No. 33 文化資源を活用した文化芸術の振興

　多くの区民が、森鷗外をはじめとする本区ゆかりの文化人のほか、多様な文化資源に親しみ、歴史や文
化の香り高い本区の魅力を認識している。

次期「文京区アカデミー推進計画」
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 【文京シビックホールの改修】

●リニューアル

［ ] オープン事業

【行財政運営の視点】
　文京ふるさと歴史館の施設のあり方とともに、スペースの有効活用を図るため、可変性のある展示機能（ＡＲやＶ
Ｒ技術の活用等）について検討していきます。

120 2,143,848

文京シビックホール（響きの
森文京公会堂）の施設運営 設計 改修工事（休館）

アカデミー推進課
（１年６か月程度）
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３　活力と魅力あふれるまちの創造 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 文京花の五大まつり等（補助）

●まつり復興事業

（まつり復興・感染症対策・レガシ―創出に対する補助）

 ●関口・目白台エリア魅力創出事業

［ ]   （肥後細川庭園開園５周年イベント等）

 ●観光土産品開発事業

 （SNS等の活用による区民からのアイデア募集）

 ●区内ホテルにおける

［ ] 伝統工芸品の展示・実演・販売

 ‣ 観光リーフレットの作成（Web・多言語化）

●観光情報のデジタル化（観光施設と検索サイトの連動）

 ‣ 観光インフォメーション運営

［ ] 　（文京シビックセンター１階及び25階展望ラウンジでの観光案内等）

 ●文京シビックセンター25階展望ラウンジの

観光インフォメーション機能の充実

 ‣ 観光ガイド事業（多彩なガイドツアーの実施：通年）

［ ]  ‣ 観光ガイド養成講座（令和３年度・５年度）アカデミー推進課
124 2,153

122

2020文京区伝統工芸展

―
経済課

123 26,943

アカデミー推進課

観光ボランティア養成事業

観光ＰＲ・情報発信事業

－

121 27,652

アカデミー推進課

観光資源の魅力創出事業

〇観光資源の魅力創出・発信
　区民等と協働して、本区の観光資源の新たな魅力を創出する取組を推進するとともに、多様な媒体を活
用しながら国内外に広く発信していきます。

〇おもてなしの心の醸成
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催をきっかけに、今後も増加が予想される国内外
からの観光客への対応を見据え、多様な人材を観光ボランティアとして養成していきます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　観光資源情報の発信や新たな魅力の創出に向け、ＳＮＳ等のインターネットの活用や、検索サイトと連動した観光情報のデジ
タル化を進めます。また、観光ガイド等の事業については、都内観光客の動向や新型コロナウイルス感染症の状況を注視し、感
染症対策を講じた上で実施します。

　本区の豊富な観光資源の魅力が高まり、国内外から訪れた多くの観光客が、その魅力に触れることがで
きるとともに、区民ボランティアによる、おもてなしの心あふれる案内等が行われ、観光客が安心して区
内の観光を楽しんでいる。

◎基本政策

主要課題 No. 34 誰もが観光に訪れたくなるまちの環境整備

次期「文京区アカデミー推進計画」

事業終了
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３　活力と魅力あふれるまちの創造 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 国際交流フェスタ（文化体験・交流）

 ‣ 留学生との交流事業

 ‣ 訪問団の派遣・受入れ

 ‣ ホームステイ、文化交流　等

 　【交流都市等】

［ ]  ‣ ドイツ・カイザースラウテルン市（姉妹都市）

 ‣ トルコ・イスタンブール市ベイオウル区（友好都市）

 ‣ 中国・北京市通州区（友好都市）

 ‣ 駐日ベナン大使館（区内唯一の大使館）

 ‣ 協定締結自治体等との交流事業

　（相互訪問や文化・観光分野等の交流事業）

 ●区制75周年記念

　 国内交流フェスタ2022

　（協定締結自治体の特産品販売等）

［ ]
 ‣ 国内交流・連携事業補助（区内非営利団体の相互交流事業）

 ‣ 国内交流自治体食材購入費補助（区内飲食店等の食材購入）

 ●食めぐりスタンプラリー（令和２年10月～）

 ‣ 協定締結自治体等と連携した文化芸術事業

［ ] 　（啄木学級・石見神楽・かなざわ講座・盛岡さんさ踊り）

◎基本政策

主要課題 No. 35 都市交流の促進

　本区とゆかりがある国内外の都市と、文化・観光等の様々な分野での住民レベルの活発な交流が行われ
ているとともに、区民と外国人住民等との幅広い交流が進み、国際理解が深まっている。

〇海外都市との交流による国際理解の促進
　区民の国際理解を促進するため、区民が海外都市の文化等に触れることができる交流機会の充実を図る
とともに、本区とゆかりのある海外都市等との新たな交流について、調査・研究を進めます。

〇文化・観光等の交流事業の拡充
　協定締結自治体等との相互の発展や住民レベルでの活発な交流が行われるよう、本区とゆかりや共通点
がある自治体と、文化・観光振興を軸とした交流事業等を継続的に実施するとともに、区民等の主体的な
交流活動を支援します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　国際交流事業及び海外都市交流事業は、ウィズコロナ及びアフターコロナを見据え、効果的な実施方法（感染症対策、WEBの活
用等）を検討していきます。
　国内交流事業は、国内交流自治体食材購入費補助事業の拡充等により、交流自治体の認知度を向上させ、住民レベルの交流に
つなげていきます。また、山村体験事業について、主催者である魚沼市観光協会、やまびこ荘と連携し、ウィズコロナ及びアフ
ターコロナも見据えて内容の改善を図りながら継続実施し、都市交流の促進を図ります。

－

125 9,398

アカデミー推進課

国際交流・海外都市交流事業

126 5,100

アカデミー推進課

国内交流事業

127

文の京文化発信プロジェクト
2,982

アカデミー推進課

次期「文京区アカデミー推進計画」
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 ‣ 区民を対象とした山村体験交流事業

 ‣ 山村体験宿泊施設運営事業者が実施する事業の支援

［ ]
 ●四季の郷薬師温泉やまびこ荘の改修工事

128 8,009

山村体験交流事業

区民課
令和３年３月完了
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４　文化的で豊かな共生社会の実現 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 認知度向上・加入促進支援（加入促進パンフレットの配布）

　（町会連合会と(公社)東京都宅地建物取引業協会文京区支部との連携）

 ●地域における町会・自治会名の表示

［ ]  ‣ 町会・自治会活動支援（各種補助金）

　（町会連合会事業、地区町会連合会事業、町会・自治会事業、

　地域広報紙発行、町会・自治会会館建設）

【「フミコム」事業支援】

　 ‣ Ｂチャレ（地域課題解決のための提案公募型協働事業）

　 ‣ フミコムcafé（地域に関する様々なテーマ）

　 ‣ フミコム活動入門講座（活動のきっかけとなる入門講座）

　 ‣ どっとフミコム（地域活動の情報サイト）　等

［ ]
 ‣ 地域活動団体（町会・自治会、ＮＰＯ等）の交流会

 ●協働に関する意識啓発研修（職員向け）

 ‣ 地域活動センター（９地区）で実施

　（地域交流や地域活動の人材発掘・育成の場）

［ ]
 ●事業内容の見直し

　（社会福祉協議会との連携、現役世代の参加促進等）

◎基本政策

主要課題 No. 36 地域コミュニティの活性化

〇地域活動団体の支援

　区民をはじめ、区にかかわるあらゆる立場の人がつながり、積極的に地域活動に参加することで、自ら
まちの課題を解決し、だれもが安心して暮らせる、活気あふれる地域活動が行われている。

　地域コミュニティの核である町会・自治会の積極的な周知や加入促進に取り組み、活動の安定化や地域
コミュニティの活性化につなげます。

〇地域の担い手の発掘・育成
　地域活動団体の拠点として、地域活動センターや中間支援施設「フミコム」の利用を促進し、新たな公
共の担い手の発掘・育成に取り組むとともに、ＮＰＯや事業者など、様々な地域活動団体との協働事業を
推進し、地域活性化と地域課題の解決を図っていきます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　地域コミュニティの核となる町会・自治会の活動が引き続き活発に行えるよう、町会・自治会の活動を支援していきます。ま
た、マンション住民に対する町会・自治会加入に向けた働きかけを支援するなど、町会・自治会への加入促進支援を行っていき
ます。
　協働に対する町会の機運をより高める取組を進めるほか、協働に関する職員向け意識啓発研修等を通じて、社会福祉協議会地
域連携ステーション「フミコム」との連携強化につなげ、地域課題の解決に向けた様々な地域活動団体との協働事業を推進して
いきます。ふれあいサロン事業については、社会福祉協議会と連携し、地域の担い手の発掘・育成を念頭に置いた講座の実施数
を増やしていきます。

129 39,826
町会・自治会支援の推進

区民課

131 4,856

ふれあいサロン事業

区民課

130 17,409

区民課

協働事業の推進
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４　文化的で豊かな共生社会の実現 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ●「文京区立図書館改修等に伴う機能向上検討委員会」最終報告（案）

［ ] 　（令和２年12月）

 ●図書館システムの更新・ホームページリニューアル（令和３年１月）

 ●新たなサービスの導入

 （電子書籍貸出、読書記録サービス 等）

  ●小石川図書館の改築の検討・設計

  ●老朽化した地区館の対応を検討

R4（2022） R5（2023）

132
区立図書館改修等に伴う機能
向上

21,170

真砂中央図書館

（小石川図書館の改築等）

（図書館機能の向上）

　「文京区立図書館改修等に伴う機能向上検討委員会」での検討を踏まえ、これからの図書館として新た
に備えるべき機能（図書館システムのＩＣＴ化等）について、順次導入していきます。

○老朽化した図書館の改築・改修
　「文京区立図書館改修等に伴う機能向上検討委員会」での検討を踏まえ、老朽化する小石川図書館の改
築の方針や、その他の地区館の対応について検討を進めます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　機能向上検討委員会の検討を踏まえ、図書館のＩＣＴ化推進及び読書バリアフリー法等への対応として、令和３年から稼働す
る新図書館システムと連携した電子書籍の導入に向けた検討及び運用整備を行っていきます。また、資料管理や利用者の入退館
管理等、更なるＩＣＴ化の推進についても順次検討を行います。
　小石川図書館については、竹早公園との一体的整備について検討を進め、関係部署との合意形成を図り、方向性を取りまとめ
ていきます。なお、ほかの地区館についても継続して検討を行います。

○これからの図書館に求められる機能の検討・導入

　老朽化した図書館の改築・改修等の対応が計画的に進められるとともに、これからの図書館に求められ
る機能やサービスが導入され、利用者の利便性が向上している。

◎基本政策

主要課題 No. 37 図書館機能の向上

64



４　文化的で豊かな共生社会の実現 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

★東京2020大会 ★冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

★ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ

★ｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ

［ ]
 ‣ オリンピック・パラリンピックこども新聞

 ●大会ＰＲ（ラッピングバス、庁舎装飾）

 ●聖火リレーイベント（ミニセレブレーション等）

 ●まつり復興補助

  （まつり復興・感染症対策・レガシ―創出に対する補助）

 ●幼稚園、小・中学校の

オリンピック・パラリンピック競技観戦

●コミュニティライブサイト（パブリックビューイング等）

 ●パラリンピック競技体験（花の五大まつり会場等）

 ●冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ及び

　 ｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ関連イベント

 ‣ ドイツ料理の日、ドイツ語講座、ドイツ文化講座　等

 ●大会後のドイツ人アスリートとの交流

 ●パラリンピック難民選手団

大会事前キャンプ受入、事後交流

◎基本政策

主要課題 No. 38
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の推進とレガ
シーの継承

　大会の開催を契機として、区民が日本の文化や芸術などへの理解を深めることができる機会の充実を図
ります。また、ドイツを相手国としたホストタウン事業等により、スポーツや食文化等、様々な文化に触
れる機会を創出し、区民の国際理解を促進します。

　オリンピック・パラリンピックが目指す理念や精神が、東京2020大会を契機とした、スポーツ・文化・
交流・共生社会の理解など、様々な分野における区の施策や区民の地域活動に、「レガシー」として継承
されている。

〇大会に向けた気運の醸成
　東京2020大会の成功に向け、区民と一体となって気運醸成を図り、大会期間中の賑わいを創出します。

〇障害者スポーツの普及・スポーツ振興
　大会の開催を契機として、障害者スポーツの普及に取り組むとともに、今後も続くスポーツの国際大会
の機会等を捉えながら、区民がスポーツを楽しむ機会の拡充を図ります。

〇文化振興・国際交流の推進

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）2020（R2） 2021（R3） 2022（R4） 2023（R5）

158,137

スポーツ振興課

（気運醸成・賑わいの創出）

（競技観戦）

（障害者スポーツの普及・ス
ポーツ振興）

（ホストタウン事業）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　来年に延期された東京2020大会開催に向けて、組織委員会や東京都等の関係機関と協議・連携を図り、着実に準備を進めてい
く必要があります。併せて、様々なイベント開催について、各団体と調整し、進めていきます。
　東京2020大会の文化プログラムである、2020インターナショナル小倉百人一首かるたフェスティバル開催に向けて、区内に本
部を構える（一社）全日本かるた協会と協力し、区民に気軽に親しんでもらえる事業を展開することで、区民の区への愛着や関
心を高めるとともに、区内外に文の京を発信していきます。

－

133
東京２０２０オリンピックパ
ラリンピック事業

次期「文京区アカデミー推進計画」
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 ‣ ボランティアの登録、養成講座、区主催事業への派遣

［ ]

 ●六義公園運動場管理棟の改築

 ●小石川運動場ベンチシート整備

 ‣ 竹早テニスコート人工芝整備

［ ]  ●後楽公園少年野球場グラウンド整備

 ‣ 文化芸術の発表会等（合唱、民謡等）

 ‣ 能プロジェクト（能楽の鑑賞・体験プログラム）

 ‣ ミューズフェスタ（文の京ミュージアムネットワーク）

 ●2020インターナショナル

［ ] 小倉百人一首かるたフェスティバル

 　　　　　　　  （全日本かるた協会との共同による全国規模のかるた大会等）

 ●ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに関する企画展、講演会

スポーツ施設の環境整備事業

文化育成事業

アカデミー推進課

134
文京スポーツボランティア事
業 1,276

スポーツ振興課

135 112,178

119 32,560

スポーツ振興課

令和２年11月完了

令和２年度完了

令和４年２月完了

令和３年12月完了
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４　文化的で豊かな共生社会の実現 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

●第４回世界女性会議（北京宣言・行動綱領）から25年

●UN Women（国連女性機関）＊創設から10年・日本事務所開設から５年

 ‣ 男女平等参画啓発事業（講演会、セミナー、啓発誌の発行等）

 ●男女平等参画の歴史を振り返る啓発事業（パネル・写真展）

　（関係機関における男女平等参画に係る取組のPR・活動の歴史等）

 ‣ 男女平等センターの運営

　（文京区女性団体連絡会等の活動支援、各種団体の相互交流等）

［ ]  ‣ 男女の悩みや生き方に関する相談事業

 ●SNSを活用した相談（令和２年８月～）

 ‣ あらゆる暴力の根絶に向けた啓発活動

　（各種啓発、文京オレンジデーキャンペーン等）

 ‣ 男女平等参画推進会議、男女平等参画推進委員会

 ‣ 婦人相談員の配置（配偶者等からの暴力・妊娠や出産等の相談）

［ ]  ‣ 母子父子自立相談員の配置（母子及び父子家庭の自立支援）

◎基本政策

主要課題 No. 39 男女平等参画社会の実現

　無意識のうちに形成された、性別に基づく固定的な役割分担意識や性差に関する偏見を解消し、男女平
等参画に関する認識やその意識に対する理解を深め、定着させるための啓発・普及活動に取り組みます。

　区民の男女平等に関する意識が高まり、全ての人が、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にかかわりな
く、その個性と能力を十分に発揮して、いきいきと暮らせる社会の構築が推進されている。

〇男女平等参画社会を支える意識の形成

〇男女平等参画と女性の活躍の推進
　家庭生活、地域社会、働く場、政策・方針決定過程など、あらゆる分野において男女平等参画を推進し
ていくため、男女平等センターを拠点として、学習の機会の提供や各種団体活動の支援を行います。

〇あらゆる暴力の根絶と安全・安心な暮らしの実現
　配偶者暴力やストーカー等の暴力行為、セクシュアル・ハラスメントをはじめとするハラスメント行
為、性の商品化等の個人の尊厳を傷つける行為など、あらゆる暴力の根絶に向けた啓発活動を推進しま
す。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　区民の男女平等に対する意識を高め、女性活躍の推進を図るため、引き続き幅広い世代に対し、固定的な性別役割分担意識に
ついて気付くきっかけとなるような啓発事業を実施していきます。また、委員会・審議会等における女性委員の割合向上に向
け、現状を把握し積極的に取り組んでいきます。
　あらゆる暴力の根絶に向けては、引き続きＤＶ等の未然防止に資する事業に取り組むとともに、関係機関との一層の連携を図
ります。

－

136 101,664
男女平等参画の推進

総務課

137

女性・母子父子等相談体制の
充実

20,467
生活福祉課

次期「文京区男女平等参画推進計画」
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 ‣ 配偶者等からの暴力被害を受ける母子・女性の保護

［ ]
【行財政運営の視点】
　男女平等センターは建築後30年以上が経過しており、空調・給排水設備等の更新に合わせ、男女平等参画施策を推
進するための拠点施設として更に有効に機能するよう、研修室等のリニューアルについて検討していきます。

138
母子・女性緊急一時保護事業

774

生活福祉課
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４　文化的で豊かな共生社会の実現 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性

●手段（当初事業計画）●

［ ]

 ‣ 人権に関する啓発活動（講演会、映画会、セミナー等）

 ‣ 関係機関・団体等との連携（人道支援・国際理解に関する事業）

 ●区民向けSOGIパンフレット作成

 ●多文化共生事業の検討

（多文化共生プログラムの作成等）

 ‣ 生き方、家族・人間関係、性の多様性等に関する相談事業

 ‣ 性自認及び性的指向に関する語り場（文京SOGIにじいろサロン）

 ●性自認及び性的指向に関する支援（パートナーシップ宣誓書受領証交付）

139
ダイバーシティ推進事業

6,776

総務課

（人権課題の理解促進）

（相談・支援体制の整備）

〇相談・支援体制の整備
　性自認及び性的指向に関して悩みがある人など、生きづらさや困難を抱えている人を支援するため、相
談体制を整備するとともに、関係機関・支援団体等と連携した啓発活動に取り組みます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　人権課題やSOGIの理解促進に向けた事業を実施する際には、新型コロナウイルス感染拡大に伴う人権侵害等新たな人権課題も
見据えながら、より多くの方の意識向上につながるよう、事業内容や実施方法等を見直していきます。また、労働施策総合推進
法の改正等を踏まえ、事業者に対する人権意識の啓発も積極的に行っていきます。
　さらに、他のセミナー等の開催時を利用して相談窓口の情報を提供するなど、引き続き、関係機関や支援団体等と連携して、
相談窓口の認知度の向上を図ります。

　無意識の偏見や理解不足による差別をなくすため、分かりやすい表現や啓発手段を用いながら、区民・
事業者等の人権尊重意識の向上と理解促進に努めます。

　区民一人ひとりが互いの価値観、文化等の違いを理解し、多様性に富んだ、豊かで活力ある人権尊重社
会になっている。

〇人権課題の理解促進

◎基本政策

主要課題 No. 40 人権と多様性を尊重する社会の実現
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５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ バリアフリー推進事業費補助金（整備促進等）

 ‣ バリアフリー事業（特定事業）の推進（進捗状況の管理）

［ ]
 ●中間評価・改善提案

 ‣ 生活関連経路（区道）のバリアフリー整備工事（350ｍ／年）

［ ] 　（坂下通りバリアフリー整備等）

 ‣ 日医大つつじ通り・巻石通り（第一期）

［ ]

 ‣ 意見交換会、バリアフリー化、トイレ整備、防災機能向上

 ●お茶の水公園

 ●西片公園

 ●神明都電車庫跡公園

 ●久堅公園

［ ]
 ●文京宮下公園

 ●小石川四丁目児童遊園・本駒込一丁目第二児童遊園

 ●白山四丁目児童遊園・水道一丁目児童遊園

142 425,845

無電柱化の推進

道路課

143 545,859
公園再整備事業

みどり公園課

141
バリアフリーの道づくり

232,441

140

道路課

　多様な区民が利用する生活関連施設と、生活関連経路の一体的なバリアフリーが実現している。

9,192

バリアフリー基本構想推進事
業

都市計画課

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　令和２年度に実施予定であるバリアフリー基本構想の中間評価において、完了事業の確認や、新たな特定事業の位置づけ、特
定事業の課題に基づく見直しなどを行い、更なるバリアフリー化の推進に取り組みます。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、区道のバリアフリー化に若干の遅れは見込まれるものの、生活関連経路の１
次経路と歩道のある２次経路に対し、年間350mを目標として、バリアフリー基本構想の観点を踏まえた整備を引き続き進めてい
きます。
　さらに、公園再整備のバリアフリー化については、今後、財政状況を見極めつつ、地域住民等の意向を踏まえ計画的に進めて
行きます。

◎基本政策

主要課題 No. 41

　バリアフリー基本構想の目標年次である令和７年度に向け、中間評価の結果等も踏まえ、地区別計画に
基づく特定事業の進捗管理を行うとともに、道路や施設等のバリアフリー化を一体的に推進します。

誰もが暮らしやすいまちのバリアフリー化の推進

○バリアフリー基本構想の推進

支障移設 電線共同溝 引込管等

再整備

設計 再整備

再整備

再整備

設計 再整備

設計 再整備

設計 再整備
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 ‣ バリアフリー化、洋式化、だれでも使えるトイレの整備

［ ]

144
公衆・公園等トイレ維持事業

30,338

みどり公園課

整備完了
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５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 意見交換会、バリアフリー化、トイレ整備、防災機能向上

 ●お茶の水公園

 ●西片公園

 ●神明都電車庫跡公園

 ●久堅公園

［ ]
 ●文京宮下公園

 ●小石川四丁目児童遊園・本駒込一丁目第二児童遊園

 ●白山四丁目児童遊園・水道一丁目児童遊園

 ● 全ての区立公園・児童遊園に設置

［ ]

 ‣ 街路樹・植樹帯・神田川護岸・公園・児童遊園等の維持

 ‣ 保護指定した樹木等の剪定費用の補助

［ ]  ‣ 緑化啓発事業（自然散策会、植物講演会等）

 ‣ 生垣造成補助

 ‣ バリアフリー化、洋式化、だれでも使えるトイレの整備

［ ]

143
公園再整備事業

みどり公園課

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　公園再整備事業については、今後の財政状況を見極めつつ、地域住民等の意向を踏まえ計画的に進めて行きます。また、公
衆・公園等トイレの整備においては、個別に協議・検討が必要なものを除き、公園再整備事業と合わせて行うことで、地域の意
向を聞きながら、公園と一体的に整備していきます。

145
公園等への防犯カメラの設置

97,973

みどり公園課

146 559,402

緑の維持及び緑化啓発事業

みどり公園課

144
公衆・公園等トイレ維持事業

30,338

みどり公園課

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

〇 公園再整備による良好な環境づくり
　安全・安心に配慮しながら、地域住民のニーズを踏まえた施設整備を進めるとともに、地域の憩いの場
となる公園づくりを推進します。

〇 公衆・公園等トイレの整備
　高齢者をはじめ、障害者や子育てをしている人などの利用に配慮した整備を推進します。

545,859

◎基本政策

主要課題 No. 42 安全・安心で快適な公園等の整備

　より安全・安心な公園等や公衆・公園等トイレが計画的に整備され、地域の身近な公共施設として、だ
れもが快適に利用している。

整備完了

整備完了

再整備

設計 再整備

再整備

再整備

設計 再整備

設計 再整備

設計 再整備
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　旧元町小学校及び元町公園については、関東大震災の帝都復興事業により一体的に整備された歴史性に配慮しつ
つ、旧元町小学校については民間活力を活用した保全・有効活用を進め、元町公園については旧元町小学校との一体
的活用を見据えた再整備を進めていきます。

【行財政運営の視点】
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５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 地区計画の策定、コンサルタントの派遣、活動費の助成　等

 ‣ 現在の地区計画の進捗状況の管理

［ ]

 ‣ 地域拠点を形成する地区等における防災性向上や

都市機能更新の検討・推進

［ ]  ●春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業

 ‣ 任意の相談業務

 ‣ 建築紛争の解決に向けた、区によるあっせん

 ‣ 建築紛争の解決に向けた、紛争調停員の調停案に基づく調停

［ ]  ●近隣関係住民と建築主等が直接話し合う関係者会議による建築紛争解決

 ●建築相談員立ち会いのあっせん

 ‣ 景観事前協議（一定規模以上の建築物・屋外広告物等）

 ‣ 文の京都市景観賞

 ‣ まち並みウォッチング

［ ]  ●景観まちづくり「文京パチり」（まち並みの撮影・啓発）

　（小学生を対象としたプロ写真家による撮影指導及びワークショップ）

地区まちづくりの推進

地域整備課

150 7,524
景観まちづくり推進事業

住環境課

148 326,855
再開発事業の推進

地域整備課

149 1,472
建築紛争予防調整・宅地開発
指導

住環境課

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

147 31,119

　地域の特性や魅力を生かした良好な景観が形成されるなど、地域特性に応じたまちづくりが行われてい
る。

〇都市の将来像を見据えた、地域特性に応じたまちづくりの推進
　地域社会等の変化も捉えながら、良好な住環境の形成や都市機能の向上等を促進するため、再開発事業
や地区計画などを活用し、区民等のまちづくり活動を総合的に支援し、地域特性に応じたまちづくりを推
進します。

〇良好な景観の形成
　区民や事業者が景観に対する関心と理解を深め、良好な景観形成につながるよう、周知・啓発活動の充
実を図ります。

◎基本政策

主要課題 No. 43 地域の特性を生かしたまちづくり

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　新型コロナウイルス感染症の影響等、これからの社会情勢や財政状況を見極めつつ、都市マスタープランとの整合を図りなが
ら、区民等の支援を行い、地域特性に応じたまちづくりを推進します。また土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新
を図るため、市街地再開発事業を推進します。
　建築紛争等に対しては、新たに制度化した「関係者会議」や「建築相談員」を十分に活用しながら対応していきます。また、
良好な景観形成に当たっては、住民や事業者からの理解や協力が得られるよう、より丁寧な説明や周知を行っていきます。

令和６年12月終了
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５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 「千駄木・駒込ルート」「目白台・小日向ルート」の運行

（運行補助、利用促進、Ｂーぐる沿線協議会）

 ‣ 一部車両更新（令和２年度）

［ ]
道路環境整備

●新路線（本郷・湯島地域）の運行開始

 ●令和２年度から本格導入

［ ] 　（広域連携区との相互乗り入れ、サイクルポートの拡充等）

　コミュニティバス車両の通行が困難な公共交通不便地域について、交通の利便性向上を目指し、新たな公共交通シ
ステムの導入可能性について研究します。

152

自転車シェアリング事業
4,883

管理課

【行財政運営の視点】

151 172,430

コミュニティバス運行

区民課  ●新路線の

 ●利用実態調査

　区内の移動手段の利便性向上に向け、コミュニティバスの新規路線導入など、利用者のニーズも踏まえ
た既存事業の拡充等に取り組んでいきます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　コミュニティバスについては、新規路線の令和３年度上半期の運行開始を目指し、関係機関との協議・調整を進めていきま
す。また、新型コロナウイルス感染症の影響による交通需要の変化に注視しながら、老朽化したバス車両の更新やイベントの実
施により、既存路線の利用者数の維持・拡大に努めていきます。
　自転車シェアリングについては、広域連携区や運営事業者と、自転車の適正配置やバッテリー切れについて改善策を検討する
とともに、サイクルポートの更なる拡充に向け、公有地だけでなく民有地の活用も含め、運営事業者と協力しながら積極的に協
議を行っていきます。

〇利便性の向上に向けた事業の拡充

　コミュニティバスや自転車シェアリング事業等の利便性が高まるなど、だれもが気軽に利用できる便利
な移動手段の充実が図られている。

◎基本政策

主要課題 No. 44 移動手段の利便性の向上
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５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ クールアースフェア（「文京版クールアース・デー」の啓発）

 ●カーボン・オフセット＊の導入
［ ]

 【文京ecoカレッジ】

  ‣ 環境ライフ講座（環境保全に対する啓発活動を担う人材育成）

［ ]   ‣ 親子環境教室（体験型環境学習）

 ‣ 各種設備設置費助成

　（住宅用太陽光発電システム・家庭用燃料電池・雨水タンク等）

［ ]  ●助成項目の追加（断熱窓設置費）

 ‣ 非省エネタイプの街路灯のＬＥＤ化

［ ] 　（対象：809基）

 ‣ 街路樹・植樹帯・神田川護岸・公園・児童遊園等の維持

 ‣ 保護指定した樹木等の剪定費用の補助

［ ]  ‣ 緑化啓発事業（自然散策会、植物講演会等）

 ‣ 生垣造成補助

◎基本政策

主要課題 No. 45 地球温暖化対策の総合的な取組

〇地域一丸となった二酸化炭素排出量の削減

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　地球温暖化対策は一人ひとりの行動が必要不可欠であるため、CO2排出量の削減に向け、ナッジ理論（行動科学の知見に基づく
工夫や仕組み）の活用（例えば同じような世帯構成でエネルギー使用量の比較）、気候変動が与える影響についての理解を深め
るための意識啓発に取り組みます。また、すべての街路灯（橋梁灯、装飾灯を除く）の省エネ化や、街路樹の老木の計画的な更
新を進めるとともに、保護樹木・樹林の所有者に対する樹木医の紹介制度や、樹木診断に対する助成を検討します。さらに、区
も一事業者として、排出量削減につながる実効性のある施策を展開していきます。
　都市型水害対策に向け、貯留浸透施設の整備を進めるほか、水防災監視システム機器については、適切な時期での入れ替えを
行うとともに、災害情報システムとの連携方法を検討し、情報収集能力や分析力の向上を図っていきます。また、崖等整備資金
助成制度の拡充の検討や普及啓発を行っていきます。

　区民・団体、事業者、区の各主体が一体となって地球温暖化対策に取り組み、二酸化炭素排出量の削減
が図られている。また、安全で快適なまちと暮らしを将来に引き継ぐため、気候変動の影響に適切に対応
する環境整備が進められている。

　区民等の地球温暖化対策への意識向上を図るとともに、各主体がそれぞれの役割を果たしながら、主体
的に省エネルギーの実践、再生可能エネルギーの導入等に取り組めるよう、効果的な取組を推進していき
ます。

〇都市型水害に対する防災対策
　気候変動に伴う大雨などによる都市型水害の防止・軽減を図るため、治水対策や崖等の適正な維持管理
等、水害に強い都市基盤の整備を進めます。

R4（2022） R5（2023）

153 8,724

環境政策課

地球温暖化防止に関する普及
啓発

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021）

146 559,402
緑の維持及び緑化啓発事業

みどり公園課

154 1,922
環境教育・講座

環境政策課

155 13,955
新エネルギー・省エネルギー
設備普及促進事業

環境政策課

156
街路灯ＬＥＤ化事業

72,325
道路課 整備完了
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 ‣ 透水性舗装、雨水浸透桝の整備・機能回復（清掃）等

［ ]

 ●機器更新  ●災害情報システムとの連携

［ ]   （正確な雨量や河川情報の把握等）

 ‣ 擁壁の築造に係る工事等への助成

［ ]  ●崖下建築物の減災工事への助成

＊温室効果ガスの削減活動に対して投資する等、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方

159
崖等整備資金助成事業の推進

157
道路における治水対策の推進

265,722

道路課

158
水防災監視システム機器再整
備事業 9,113

防災課

31,884
地域整備課
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５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 普及啓発事業（モノ･フォーラム、ごみダイエット通信の発行）

 ‣ 生ごみ対策（生ごみ減量塾、エコクッキング講座）

 ‣ 食品ロス対策（フードドライブ、ぶんきょう食べきり協力店）

 ●ぶんきょう食べきり協力店の拡大（区内大学の学生食堂）

［ ]  ‣ リサイクル啓発（公開講座、ステージ・エコ、

子ども用品とりかえっこ、リサイクル推進協力店）

 ‣ 実践団体の活動支援（資器材・報奨金の支給）

［ ]

 ‣ 集積所・回収拠点等での資源回収

［ ]  ●回収品目の見直しの検討

 ‣ 廃棄物管理責任者講習会、立入検査を通じた排出指導

［ ]  ●講習会の内容や立入検査項目の見直し

◎基本政策

主要課題 No. 46 循環型社会の形成

〇２Ｒ（リデュース・リユース）の促進

　食品ロスの削減や廃プラスチックごみの排出抑制、２Ｒなどの資源生産性を高める取組が一層強化さ
れ、環境への負荷が抑制された循環型社会が形成されている。

　ごみを出さないライフスタイルを定着させるため、具体的にできる取組等について周知・啓発を推進す
るとともに、限りある資源を有効に活用するため、モノを長く使う習慣やリユースの促進、集団回収等の
拡充に努めます。

〇事業系ごみの適正処理の推進
　事業系ごみの適正処理を推進するため、事業所の規模に応じて、ごみの発生抑制をはじめとする３Ｒの
推進や、効率的なリサイクルシステムの利用促進等、適正排出に向けた指導・啓発に取り組みます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　区民・事業所における２Ｒを更に推し進めていくため、令和２年度に改定予定の「文京区一般廃棄物処理基本計画」におい
て、食品ロスの削減やプラスチックごみの削減を重要施策とし、それぞれの数値目標の達成に向けた具体的な施策を推進してい
きます。
　また、本区はプラスチックごみを清掃工場で、廃棄物処理の際に発生する熱をエネルギーとして回収（サーマルリサイクル）
していますが、その処理を他区に所在する清掃工場に依存しているなどの点を踏まえ、「プラスチックの使用を減らすライフス
タイルへの転換」を目指し、基本計画において各主体に応じた行動指針を設定のうえ、周知啓発に取り組んでいきます。

－

160 5,490

リサイクル清掃課

２Ｒ（リデュース・リユー
ス）の推進

163

事業系ごみ対策
57

リサイクル清掃課

161
資源の集団回収支援

29,126

リサイクル清掃課

162

資源回収事業
437,139

リサイクル清掃課

次期「文京区一般廃棄物処理基本計画」

79



５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ ホームページ等による、区内動植物の状況の周知・啓発

 ●生きもの図鑑の作成

［ ]

 ‣ 親子生きもの調査（環境保全について親子での学び）

［ ]

【文京ecoカレッジ】

  ‣ 環境ライフ講座（環境保全に対する啓発活動を担う人材育成）

［ ]   ‣ 親子環境教室（体験型環境学習）

 ‣ 街路樹・植樹帯・神田川護岸・公園・児童遊園等の維持

 ‣ 保護指定した樹木等の剪定費用の補助

［ ]  ‣ 緑化啓発事業（自然散策会、植物講演会等）

 ‣ 生垣造成補助

環境政策課

◎基本政策

主要課題 No. 47 生物多様性と都市の発展・再生

〇生物多様性に関する普及啓発

　日々の暮らしが、地球上の生きものによる恵みに支えられていることを区民のだれもが理解し、意識す
るとともに、自然を思いやる行動を心掛けることで、生きもの、ひと、暮らしがつながり豊かな文化を育
んでいる。

　生物多様性に対する区民の理解が浸透・定着し、生物多様性に配慮した生活を実践できるようにするた
め、普及・啓発活動を推進し、意識の醸成を図ります。

〇緑化の促進
　区内の緑を保護・育成するとともに、区民の緑化に対する意識を高め、生物多様性に配慮した取組を推
進します。

事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

環境政策課

164

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　生物多様性の認知度を向上させるため、自然をテーマとした講座を開催するほか、ＣＡＴＶや区ホームページ、ＳＮＳ等を活
用した意識啓発を図るとともに、小中学校等で活用できるような、生きもの図鑑を作成するなど、生物多様性をより身近に感じ
られるような取組を行っていきます。
　また、緑化の促進に向け、保護樹木・樹林の所有者に対し、樹木医の紹介制度や樹木診断に対する助成を検討します。さら
に、緑化推進のための施策について、区民や事業者に対し、より効果的な情報発信をしていきます。

146 559,402

緑の維持及び緑化啓発事業

みどり公園課

文の京生きもの写真館～生物
多様性を見る・感じる・理解
する～

10,430

環境政策課

154 1,922
環境教育・講座

165
生物多様性に関する普及啓発

108
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５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 避難所総合訓練（年４回）、防災フェスタ、備蓄の日ＰＲ　等

［ ]  ●神田川水害時の避難体制に関するワークショップ（新宿区との共同実施）

 ‣ 避難所運営協議会の活動支援、防災士資格取得費用助成　等

 ‣ 防災士・防災リーダー育成・スキルアップ

［ ]  ●避難所運営ガイドライン「新型コロナウイルス感染症対策編」

に基づく訓練の支援（令和２年７月～）

 ‣ 避難所開設キットを活用した避難所運営訓練

［ ]  ●福祉避難所等への導入

  　方針の作成 　　福祉避難所、妊産婦・乳児救護所等に導入

 ‣ 防災資器材格納庫設置　等

 ‣ 区民防災組織の活動助成、防災訓練の実施

［ ]
 ‣ 可搬式消防ポンプ等の購入・保守

 ‣ 町会・自治会の備蓄物資の充実

◎基本政策

主要課題 No. 48 地域防災力の向上

　「自助」「共助」に根ざした、区民の主体的な防災活動を促進し、避難所運営協議会を中心とした地域
の防災行動力の向上を目指します。

　自らの命は自らが守る「自助」の意識や、地域での助け合いによって自分たちのまちは自分たちで守る
「共助」の意識が醸成され、自助・共助に根ざした活発な取組により、地域の防災力が高まっている。

〇区民の主体的な防災活動の促進

〇中高層共同住宅（マンション）に対する防災意識の啓発
　中高層共同住宅においても、災害時に住民が安全に施設内にとどまることができるよう、エレベーター
閉じ込め対策等、中高層共同住宅特有の防災対策を行うとともに、区民防災組織等とのコミュニケーショ
ン強化を図り、地域の防災力の向上につなげます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　区民の主体的な防災活動を促進するため、各種助成制度の周知に努め、より多くの避難所運営協議会が主体的に訓練等に取り
組めるよう、その活動を、引き続き支援していきます。また、中高層共同住宅については、訓練の定着が必要であるため、町会
との合同訓練を促すとともに、風水害対策として、中高層建物の所有者等と、地域住民の受入れなどの協定締結に努めます。
　さらに、感染症対策として在宅避難の重要性が増していることから、引き続き区民に分かりやすく、災害の特性に応じた適切
な知識や備えについて普及啓発し、自助の意識向上を図ります。

166

地域防災訓練等の実施

77,666
防災課

167 2,371

168 4,128

避難所開設キット事業

防災課

防災課

避難所運営協議会運営支援

169 9,978

 ●区民防災組織等の活動助成の拡充

（訓練経費・備蓄品購入経費）

防災課

区民防災組織の育成

81



 ‣ 防災対策費（防災訓練費用・備蓄品購入費用）助成

 ●防災対策費助成の拡充

［ ]  ‣ エレベーター閉じ込め対策物資の購入費の助成

 ●垂直避難場所の確保

（民間事業者等との協定、備蓄物資の購入・配備）

170 15,283

防災課

中高層共同住宅の支援

82



５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 地区計画の策定、コンサルタントの派遣、活動費の助成　等

 ‣ 現在の地区計画の進捗状況の管理

［ ]

 ‣ 地域拠点を形成する地区等における防災性向上や

都市機能更新の検討・推進

［ ]  ●春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業

 ‣ 耐震化促進事業（診断・設計・工事等の助成）

 ‣ 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業、アドバイザー派遣　等

［ ]
【大塚五・六丁目　不燃化特区事業】

  ‣ 各種助成（建替え・除却・住替え）、専門家派遣、総合相談ｽﾃｰｼｮﾝ

［ ]

 ‣ 拡幅整備協議、工事費用の助成

［ ]

 ‣ 擁壁の築造に係る工事等への助成

［ ]  ●崖下建築物の減災工事への助成

 ‣ 十分な安全性が確保されてない塀の撤去費・新たな塀の設置費助成
 ‣ 危険性の高い塀等の適切な維持管理及び改修等の普及啓発

［ ]
 ‣ 日医大つつじ通り・巻石通り（第一期）

 ●短区間の緊急道路障害物除去路線における無電柱化

［ ] （緊急輸送道路から避難所等までのラストマイル）

148
再開発事業の推進

地域整備課

ブロック塀等改修等の促進

不燃化推進特定整備地区（不
燃化特区）事業の推進172

159
崖等整備資金助成事業の推進

地域整備課

103,311
地域整備課

173
細街路の整備

365,699
地域整備課

31,884

174

◎基本政策

主要課題 No. 49 災害に強い都市基盤の整備

〇安全・安心なまちづくりの推進

　だれもが安全に安心して過ごすことができる災害に強い都市基盤の整備が推進されている。

　住宅等の耐震化の促進や不燃化、細街路の拡幅整備等を進めるとともに、建物等の所有者が主体的に耐
震化等に取り組めるよう、必要な支援を行います。また、再開発事業や地区計画などを活用し、安全・安
心なまちづくりを推進します。

〇都市の防災機能の強化

　橋梁の予防保全や道路の無電柱化等を推進することで、災害時における道路網の安全性やライフライン
の安定供給を確保するなど、都市の防災機能の強化を図ります。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　安全・安心なまちづくりの推進に向け、区民等に対し、耐震改修促進事業や不燃化促進事業、崖等整備資金助成制度について
引き続き普及啓発を行うとともに、地区まちづくりや再開発事業を促進していきます。なお、不燃化特区については、引き続き
事業を継続するかを含めて検討します。また、崖等整備資金助成制度については、更なる拡充を検討します。
　都市の防災機能の強化に向け、緊急輸送道路から避難所等までを結ぶ短区間の緊急道路障害物除去路線（ラストマイル）の計
画を作成するとともに、財政状況を鑑みながら、適切な時期に防災機能の向上も含めた公園再整備工事を実施します。

147
地区まちづくりの推進

31,119

地域整備課

171
耐震改修促進事業の推進

352,067
地域整備課

326,855

7,989
地域整備課・建築指導課

142 425,845
無電柱化の推進

道路課

支障移設 電線共同溝
引込管等

設計路線検討 支障移設 電線共同溝

令和６年12月終了
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 ‣ 予防保全的な橋梁の修繕

 ●橋梁アセットマネジメント計画の更新

【千代田区によるお茶の水橋・後楽橋補修補強工事】

［ ] （お茶の水橋）

（後楽橋）

 ‣ 意見交換会、バリアフリー化、トイレ整備、防災機能向上

 ●お茶の水公園

 ●西片公園

 ●神明都電車庫跡公園

 ●久堅公園

［ ]  ●文京宮下公園

 ●小石川四丁目児童遊園・本駒込一丁目第二児童遊園

 ●白山四丁目児童遊園・水道一丁目児童遊園

 ‣ バリアフリー化、洋式化、だれでも使えるトイレの整備

［ ]

143

公園再整備事業
545,859

144
公衆・公園等トイレ維持事業

30,338

みどり公園課

175 522,512
橋梁アセットマネジメント整
備

道路課

みどり公園課

整備完了

再整備

設計 再整備

再整備

再整備

設計 再整備

設計 再整備

設計 再整備

84



５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

●本稼働

［ ] （災害情報の収集・分析の効率化）

 ●機器更新 ●災害情報システムとの連携

［ ]   （正確な雨量や河川情報の把握等）

 ‣ 災害協定の拡充・更新

 ●災害時受援応援計画策定

［ ]  ●事業継続計画（震災編）改定

 ‣ 社会福祉協議会による災害ボランティアセンター運営訓練等の支援

［ ]

 ‣ 災害医療運営連絡会、医療救護活動訓練、トリアージ研修、

［ ] 備蓄医薬品、災害時個別支援計画策定

 ‣ 避難所開設キットを活用した避難所運営訓練

［ ]  ●福祉避難所等への導入

  　方針の作成 　　福祉避難所、妊産婦・乳児救護所等に導入

◎基本政策

主要課題 No. 50 防災拠点機能の強化

　発災時における区の初動態勢が早期に確立され、円滑に避難所を開設できるとともに、迅速かつ的確な
災害情報の発信や、関係機関との連携など、適切な災害対応が図られる体制が整備されている。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

〇災害対策本部機能等の強化
　地震や台風等、災害の特性に応じた的確な情報発信に努めるほか、災害対策本部機能の基盤となる災害
情報システムの再構築や、関係機関や他自治体との日頃からの連携体制を強化し、発災時における区の初
動体制や、関係機関等との連携による災害救護、受援体制等の強化に取り組みます。

〇円滑で適切な避難所運営のための環境整備
　これまでの大規模災害などを教訓に、避難所で必要となる備蓄物資を配備するなど、被災者の生活を支
える避難所の環境整備を進めます。

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　防災拠点機能の強化に向け、各システムにおける必要な機能を精査し、迅速で的確な情報発信を含め、実効性の高いシステム
を構築します。さらに、感染症対策も見据えながら、災害時の受援応援体制の整備に向け、令和２年度中に策定する「災害時受
援応援計画」を運用するとともに、災害ボランティア体制の整備に向け、より実践的な取組を行う社会福祉協議会と引き続き連
携を図っていきます。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ作成した避難所運営ガイドライン「新型コロナウイルス感染症対策編」
を活用し、適切な避難行動の促進や避難所運営を図るとともに、避難所開設キットの改善、備蓄物資や医薬品の整備等を適切に
進めていきます。

176
災害情報システム再構築事業

158
水防災監視システム機器再整
備事業 9,113

防災課

156,716システム設計・構築

防災課

177 －
災害時の受援応援体制の整備

防災課

178
災害ボランティア体制の整備

13

福祉政策課

179

災害時医療の確保
14,000

生活衛生課・予防対策課

168 4,128

避難所開設キット事業

防災課

運用策定・改定
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 ‣ 非常食の点検整備　等

［ ]  ‣ 避難所における生活の質の向上に向けた、備蓄物資の整備

 ●感染症対策資器材の整備（令和２年７月～）

【行財政運営の視点】
　学校の改築等、公共施設の整備に当たっては、避難所等の防災拠点としての機能整備を図ります。

180

備蓄物資維持管理
56,328

防災課

86



５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 避難行動要支援者名簿の整備、個別計画の作成、同意に向けた啓発

［ ]  ‣ 感震ブレーカーの配付

 ●避難行動要支援者（障害者・要介護３以上の方等）に

［ ] スマートフォンを貸与

●本稼働

［ ] （災害情報の収集・分析の効率化）

 ‣ 民間福祉施設を含めた福祉避難所の拡充（令和２年度：24か所）

 ‣ 備蓄物資の整備、防災行政無線の設置

 ●感染症対策資器材の整備（令和２年７月～）

 ‣ 福祉避難所設置・運営訓練

［ ]  ‣ 災害時要配慮者・福祉避難所検討会

　（福祉避難所設置・運営マニュアルの改善）

 ●感染症対策を踏まえた運営マニュアルの改善

 ‣ 救護所の開設・運営訓練（区民・関係団体・大学・学生等）

 ‣ 関係団体意見交換会（訓練の報告、課題の整理）

［ ]  ●感染症対策資器材の整備（令和２年７月～）

183 15,596

福祉政策課・防災課

184 8,008

妊産婦・乳児救護所の体制整
備

防災課

福祉避難所の整備・拡充

182

一斉情報伝達システムの導入

59,917

176
災害情報システム再構築事業

156,716システム設計・構築

防災課

防災課

181

避難行動要支援者の支援

18,814
防災課

○災害時要支援者の避難支援体制の強化

　避難行動要支援者名簿の登録を促進し、関係団体との連携により、災害時の要配慮者の安否確認や避難
誘導等、適切な支援体制を構築します。また、外国人を含む全ての人が正確な情報を取得し、適切な避難
行動につながるよう、効果的な手段を検討していきます。

〇福祉避難所等の拡充・環境整備
　区内の社会福祉施設との連携、協力により、福祉避難所の拡充を図るとともに、災害時に、福祉避難所
や妊産婦・乳児救護所が円滑に運営できるよう、訓練や運営マニュアルの改善、備蓄物資の拡充などに取
り組みます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　避難行動要支援者名簿の外部提供同意者数の増加に努め、要支援者の避難行動の支援につなげていきます。
　また、新型コロナウイルスなどの感染症対策も含め、施設管理者等と連携・協力し、福祉避難所等の避難所運営マニュアルや
避難所開設キット、備蓄物資等を改善するほか、福祉避難所の拡充を進めていきます。

　区民や事業者、防災関係機関等との連携により、災害時において、要配慮者に対する必要な支援が行き
届き、避難所生活などの負担軽減が図られている。

◎基本政策

主要課題 No. 51 災害時の要配慮者への支援
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 ‣ 避難所開設キットを活用した避難所運営訓練

［ ]  ●福祉避難所等への導入

    方針の作成  福祉避難所、妊産婦・乳児救護所等に導入

168 4,128

避難所開設キット事業

防災課
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５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 安全・安心まちづくり推進地区の活動支援

　（装備品購入費・防犯カメラ設置費等の補助等）

 ‣ 青色防犯パトロール活動

 ‣ 「文の京」安全・防災メール（事件等の情報を発信）

［ ]  ‣ 自動通話録音機の無償貸出

 ‣ 地域安全教室（子どもや高齢者向けの安全教室）

 ‣ 客引き防止対策事業

 ●全ての区内の全公園・児童遊園に設置

［ ]

 ‣ 通学路等への防犯カメラの設置

［ ] 　（調査等により設置が必要と判断された通学路等）

 ‣ 協力者の自宅や事業所に子ども110番ステッカー・プレートを貼付

［ ]  ‣ 小学校PTAの協力により、ステッカー貼付場所の確認

◎基本政策

主要課題 No. 52 地域の犯罪抑止

　区民一人ひとりの防犯に対する意識が高まり、地域ぐるみで支え守り合う自主的な防犯・安全活動が積
極的に行われることで、だれもが安全で安心して暮らせる地域環境が構築されている。

〇区民等の自主的な防犯活動への支援
　安全・安心な地域環境の構築に向け、「安全・安心まちづくり推進地区」の増加に努めるとともに、地
域の主体的な防犯・安全活動を促進し、必要な支援を行っていきます。

〇子どもや高齢者に対する犯罪の防止
　高齢者に対する特殊詐欺被害を防止するため、警察署との連携の下、効果的な対策を推進していきま
す。また、子どもたちを犯罪から守るため、公園や通学路などについて、より一層の安全対策を推進しま
す。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　地域の主体的な防犯・安全活動を促進するため、引き続き「安全・安心まちづくり推進地区」の指定を推進するとともに、防
犯設備の整備等に係る費用の補助を行うなど、区民の自主的な活動を支援していきます。また、警察署との連携を密にし、高齢
者に対する特殊詐欺被害防止のための取組を行っていきます。
　さらに、子どもを犯罪から守るための取組について、より効果的な方法を工夫するとともに、子ども110番事業については、引
き続き商店や事業所を中心とした協力の呼びかけや、小学生とその保護者への周知を継続していきます。
　加えて、これまでのスクールガードリーダーの巡回や警察からの情報を踏まえ、防犯カメラの効果的な設置場所を検討し、通
学路等へ設置していくとともに、区立公園、児童遊園等への設置を進めることで、犯罪抑止を図っていきます。

安全対策推進事業
185 39,999

危機管理課

187

子ども110番ステッカー事業

515
児童青少年課

145
公園等への防犯カメラの設置

97,973

みどり公園課

186

通学路等の防犯カメラの設置
4,651

教育総務課

整備完了
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５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 空家等相談事業（弁護士・建築士等）

 ‣ 空家等対策事業（空家等の除却費用の補助、行政目的での活用）

 ‣ 空家等利活用事業

［ ] 　（所有者と利活用希望者とのマッチング、

地域活性化施設として利用する場合、改修費の補助）

 ‣ 空家等対策審議会（部会）、特定空家等の認定及び措置

［ ]

 ‣ マンション管理士派遣、管理個別相談、管理組合設立支援

 ‣ 各種助成（アドバイザー制度利用、長期修繕計画作成、

　　劣化診断調査、共用部分改修）

［ ]  ‣ 都と連携した管理状況届出制度

　（管理組合や管理規約の有無等、管理状況の定期的な届出）

◎基本政策

主要課題 No. 53 管理不全建築物等の対策の推進

　適切な管理がされないまま放置されている空家等の状況に応じ、空家等対策審議会において、法に基づ
く適切な対応を図ります。また、空家等に関するきめ細かな相談により、発生予防と適正管理を進めると
ともに、不動産業界団体等との連携を深めながら、空家等の利活用の促進を図ります。

　管理不全な建築物等のない、良好な住環境が保たれている。

〇空家等対策の強化

〇マンション管理適正化の促進
　マンション管理組合や所有者、居住者に対し、専門家派遣や費用助成などにより、個々の状況に応じた
相談・支援を行い、長期的な視点からマンションの適正な維持管理を促進します。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　空家等に関する区民や所有者等からの問い合わせ等に対して、引き続き、適切な助言や指導を行います。
　また、空家等対策の強化に向け、東京都空き家利活用等連絡協議会に参加して関連情報を収集するとともに、管理不全な空家
等の解消と防止を目指し、所有者等の意識啓発と区が実施する事業の普及啓発を推進するための効果的な周知方法を検討しま
す。
　さらに、マンション管理適正化の促進については、管理状況届出制度により得た情報を活用して、適時適切に事業周知や指
導・助言を行うことで、引き続き、適正な維持管理を促進していきます。

190 14,505

マンション管理適正化支援事
業

住環境課

－

188 8,255
空家等対策事業

住環境課

189
特定空家等の対策

761

建築指導課

「文京区空家等対策

計画」見直し
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５　環境の保全と快適で安全なまちづくり 戦略シート2021（令和３年度～）

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 交通安全普及広報活動 等

［ ]  ‣ 交通安全協議会の開催、交通安全協会への補助

 ‣ 自転車TSマーク取得費用助成

 ‣ 駅周辺放置自転車の整理及び撤去等、自転車駐車場管理運営

［ ]
 ◎江戸川橋駅前に一時利用制自転車駐車場を開設（令和２年12月）

大塚一丁目都営バス大塚支所跡地に

自転車駐車場の新設◎

（令和５年４月）

 ‣ コミュニティ・ゾーン整備

［ ]

193 49,366
コミュニティ道路整備

（向丘・弥生・根津・千駄木地区）

道路課 ●整備計画の見直し ●次期整備地区の

●次期整備地区選定 基本計画策定

191 17,375
交通安全対策普及広報活動

管理課

192 221,108

総合的な自転車対策

管理課

〇交通安全意識の向上

〇道路の安全性の確保
　だれもが安全に通行できる道路環境を確保するため、放置自転車対策やバリアフリー化等を推進し
ます。また、子どもたちの日常的な移動経路の安全性を把握し、適切な安全対策を進めます。

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 事業費
（千円）R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023）

　交通安全協議会の構成団体等との連携の下、区民の交通安全意識を高めるための啓発活動を推進しま
す。また、高齢者や子どもの交通安全対策のほか、自転車利用者の交通マナー向上等、総合的な自転車対
策を重点的に進めます。

●令和２年度の戦略点検における今後の展開●
　広報媒体や各種イベントを活用し、引き続き、区民への交通安全意識の普及啓発を行うとともに、法律等の改正を踏まえ、引
き続き、自転車利用者に対して交通ルール・マナーの普及啓発を行っていきます。
　また、放置自転車が多い地区や、自転車等の放置禁止区域を指定できていない地区について、重点的に自転車駐車場の設置を
進めるとともに、駅周辺の自転車等放置禁止区域における警告・撤去について、時間や場所を見直し、更なる歩行空間の安全確
保に努めます。
　さらに、次期のコミュニティ・ゾーン整備地区の選定に当たり、平成19年度に策定したコミュニティ道路整備計画を見直しま
す。
　なお、緊急安全点検に基づく交通安全対策については、令和２年度に完了する予定です。

　道路の安全性が向上するとともに、交通安全意識の向上が図られ、区内の交通事故死傷者数が減少を続
けている。

◎基本政策

主要課題 No. 54 総合的な交通安全対策の推進

文京区自転車活用推進計画

第11次文京区交通安全計画
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 ‣ 生活関連経路（区道）のバリアフリー整備工事（350ｍ／年）

［ ] 　（坂下通りバリアフリー整備等）

 ‣ 通学路の点検・安全対策（スクールガード巡回での合同点検）

 ‣ 交通安全施設（ガードレール等）の整備・維持

［ ]

141

バリアフリーの道づくり

232,441
道路課

194 80,521
交通安全施設の整備と維持

道路課
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●現状● ●関連データ●

○ ①

○

○

○

○

②

○

○

○

　
区

●関連する主な計画等●
・ 文京区新型インフルエンザ等対策行動計画
・ 文京区保健医療計画（平成30年度～平成35年度）

●課題解決に向けて取り組むべきこと●
・

・

・ 感染症の状況に応じた適切な対応により、感染拡大を可能な限り抑制する必要があります。

区民に感染症予防に関する知識を啓発し、感染防止に向けた「新しい生活様式」の実践を促すととも
に、ワクチン接種の実施体制を整備する必要があります。

本区における年代別陽性者数（令和２年）
　　　　　　　　　　（令和２年12月末時点）

庁内のほか、国や都、医療機関等の関係機関との連携による健康危機管理体制を整備する必要があり
ます。

　本区における新型コロナウイルス感染症の月別陽
性者数は、令和２年４月に一度増加し、その後減少
したものの、７月以降の第２波・第３波に伴い、感
染者が増加しています。

国内の感染症の拡大に伴い、令和２年４月、
全国に緊急事態宣言が発出されました。その
後も、流行の波は繰り返され、令和３年１月
には、東京都など大幅に感染が広がる地域に
対して、再び緊急事態宣言が発出されまし
た。

区（文京保健所）では、区民等からの相談対
応や感染者への対応（疫学調査・移送・行政
措置・医療給付等）のほか、庁内や国・都・
医療機関等の関係機関との連携を図りなが
ら、ＰＣＲ検査センターの設置等、感染症の
状況に応じた、様々な対策に取り組んできま
した。

本区における月別陽性者数（令和２年）
　　　　　　　　　　（令和２年12月末時点）

感染症予防として、「３つの密（密閉・密
集・密接）」の回避や、マスクの着用、手洗
いの励行、換気の徹底など、「新しい生活様
式」の実践が提唱されており、区としても、
区民への啓発に努めています。

感染者の中には、無症状病原体保有者もいる
ことから、感染拡大防止のためには、一人ひ
とりが感染症に関する正しい知識に基づき、
予防対策を実施することで、感染しない・感
染させないことが大切です。

新型コロナウイルスワクチンの開発等が進
み、区においても、国の動向等を踏まえ、区
民等に対するワクチン接種に向け、実施体制
の整備に取り組んでいます。

　本区における新型コロナウイルス感染症の年代別
陽性者数は、陽性確定患者数及び無症状病原体保有
者数ともに20代が最も多くなっています。

新型コロナウイルス感染症対策の推進

2　健康で安心な生活基盤の整備◎基本政策

主要課題 No. 55

近年の国際化の進展などにより海外から侵入
する感染症の増加等を踏まえ、区では、国や
都と連携し、新興・再興感染症の健康危機管
理対策を推進してきました。

令和元年12月、中華人民共和国湖北省武漢市
において、新型コロナウイルスの感染者が発
生し、世界的な大流行となっています。

新型コロナウイルス感染症の感染経路は、感
染した人の咳やくしゃみのしぶき（飛沫）に
含まれるウイルスを吸い込むこと等による飛
沫感染と、ウイルスが付着した手で目・口・
鼻を触ること等による接触感染があります。
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【別紙２】

●４年後の目指す姿●

●計画期間の方向性●

●手段（当初事業計画）●

［ ]

 ‣ 感染症に関する相談（一般相談窓口）
 ‣ 普及啓発（個人レベルの基本的な感染対策、職場等における感染予防対策
 の徹底等）
 ‣ 庁内及び国・都・ 医療機関等の関係機関との連携体制の確保

 ‣ 感染症に関する相談（新型コロナ受診相談窓口）
 ‣ 感染者対応（疫学調査・行政措置・医療給付等）
 ‣ 積極的疫学調査に基づく濃厚接触者への健康観察の実施
 ‣ ＰＣＲ検査体制の整備
 ‣ ワクチン接種の実施体制の整備
 ‣ 区民等に対するワクチン接種

 ‣ 発生時検査
 （施設で罹患者が発生した際に、対象範囲を拡大して検査を実施）
 ‣ 定期検査
 （施設職員に対し、定期的に検査を実施）
 ‣ 随時検査
 （軽度の体調不良や家族が濃厚接触者になる等、勤務に懸念のある職員や、
     介護・高齢者施設、障害者施設への入所予定者に対し、検査を実施）

 （対象施設）
 ‣ 発生時・随時検査：介護・高齢者施設、障害者施設、区立小中学校、
                区内幼稚園、児童館・育成室、区内保育所 等
 ‣ 定期検査：介護・高齢者施設、障害者施設のうち入所施設を対象

【行財政運営の視点】

〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止

　感染症を予防するため、区民等に対し、個人や職場等における感染予防対策の徹底等、感染症について
の正しい知識と適切な予防対策を周知・啓発することにより、感染防止に向けた「新しい生活様式」の実
践を促すとともに、ワクチン接種の実施体制を整備し、区民等に対する接種を進めていきます。

682,457

　感染拡大を可能な限り抑制するため、感染症が発生した時には、感染症法に基づく感染者への適切な対
応を図るとともに、ＰＣＲ検査体制を整備します。

R2（2020）

年次計画 事業費
（千円）

事業番
号 計画事業（所管課）

（感染症拡大防止）

（感染症予防対策の普及啓
発）

新型コロナウイルス感染症
対策推進事業

予防対策課

（健康危機管理体制の整備）

　庁内のほか、国や都、医療機関等の関係機関と連携し、感染症に関する情報共有や連携体制の構築等、
健康危機管理体制を整備します。

　新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に向けた保健所の体制整備を進めるとともに、今後の感
染状況に応じて適切な対応がとれるよう、柔軟で機動的な組織・人員体制を整備していきます。

（ワクチン接種）

196

高齢者・障害者・子ども施設
等のＰＣＲ検査の実施

［福祉政策課・障害福祉課・
幼児保育課・教育総務課 等]

486,370197

R3（2021） R4（2022） R5（2023）

　区民等が感染症予防に関する理解を深め、正しい知識に基づく感染予防対策の実践やワクチン接種によ
り、感染症が予防されているとともに、庁内及び国・都・医療機関等関係機関との連携した健康危機管理
体制の下、感染症の状況に応じた適切な対応がとられている。

〇感染症予防対策の推進

〇健康危機管理体制の整備


